
清

代

前

期

江

南

の

物

債

動

向

中

山

美

緒

は
じ
め
に

一

棉

花

二

生

紙

三

棉

布

四

国

産

五

賃

金
お
わ
り
に
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t主

じ

め

清
代
前
期
江
南
の
米
債
動
向
に
関
し
て
は
、
既
に
拙
稿
「
清
代
前
期
江
南
の
米
債
動
向
」
(
『
史
象
雑
誌
』
八
十
七
編
九
鋭
、
一
九
七
八
。
以
下
、

「
前
稿
」
と
略
す
〉
に
於
て
取
扱
い
、
米
債
の
長
期
的
趨
勢
と
し
て
、
高
暦
末
年
以
降
順
治
前
半
に
至
る
上
昇
、
順
治
後
半
以
降
康
田
山
中
期
に
至

る
低
落
、
康
照
後
半
以
降
の
漸
騰
を
経
て
乾
隆
年
聞
に
頴
著
と
な
る
騰
貴
、
と
い
う
大
き
な
三
局
面
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

本
稿
は
、
こ
れ
に
績
い
て
、
江
南
に
於
る
主
要
な
商
品
作
物
、
手
工
業
製
品
、

@
 

ム
口
に
立
っ
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

国
土
の
債
格
趨
勢
及
び
賃
金
の
動
向
を
、
米
債
繁
動
と
の
綜

559 

江
南
に
於
る
商
品
作
物
と
し
て
は
棉
花
、
手
工
業
製
品
と
し
て
は
生
総
・
棉
布
を
取
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
商
品
生
産
は
、
明
中

期
以
降
、
慶
汎
な
農
民
層
に
よ
っ
て
、
米
穀
に
か
わ
る
有
利
な
生
産
、
或
は
最
も
有
利
な
副
業
と
し
て
選
び
と
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
明
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末
に
は
、
部
分
的
に
で
は
あ
れ
、
江
南
農
村
に
於
る
再
生
産
の
不
可
依
の
要
素
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
従
来
の
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

国
土
が
首
時
の
中
園
に
於
る
最
も
主
要
な
財
産
形
態
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
も
そ
れ
が
投
資
針
象
と
し
て
、
そ
の
牧
盆

性
に
基
づ
い
て
評
債
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
た
こ
と
(
後
述
)
は
、
国
債
費
動
を
、
経
済
景
況
の
一
指
標
た
ら
し
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

資
料
は
、
こ
れ
を
他
物
債
と
の
関
係
に
於
て
質
質
賃
金
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
を
通
じ
、
雇
傭
制
労
働
の
震
展
如
何
、
或
は
所
謂
「
人
口
匪
」
の

影
響
等
の
問
題
を
解
明
す
る

一
朗
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
但
し
本
稿
で
は
、
賃
金
責
料
の
不
足
に
よ
り
、
極
め
て
不
十
分
な
論
及
に
止
ま
っ

賃
金

た。
以
下
本
稿
で
は
、
棉
花
以
下
の
各
項
に
つ
い
て
、
ハ
門
蒐
集
し
た
債
格
資
料
の
考
察
の
前
提
と
し
て
、
そ
の
債
格
を
つ
け
ら
れ
た
商
品
の
紋
態

-
品
質
等
の
説
明
を
行
な
い
、

ω米
債
を
中
心
と
す
る

一
般
物
債
動
向
の

一
環
と
し
て
の
、
各
々
の
商
品
債
格
の
長
期
的
動
向
を
概
観
し
、
日
開

生
産
・
流
通
等
の
側
面
に
於
る
そ
の
商
品
濁
自
の
債
格
規
定
要
因
を
検
討
す
る
、

と
い
う
順
序
で
論
を
進
め
た
い
。
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棉

花

債
格
資
料
は
、
表
1

2
に
整
理
し
て
示
し
た
。

と
に
閲
し
て
は
、

『
閲
世
編
』
記
載
の
債
格
(
表
1
〉
が
花
衣
(
脱
核
棉
花
)
債
格
で
は
な
く
子
花
(
有
核
棉
花
)
債
格
で
あ
る
こ

②
 

西
嶋
定
生
氏
の
論
誼
が
あ
る
。
『
一
斑
録
雑
述
』
所
載
の
債
格
(
表
2
)
に
つ
い
て
も
、
薙
正
以
前
の
債
格
と
し
て
記
載
さ
れ

③
 

て
い
る
一
措
嘗
り
銭
二
千
文
と
い
う
数
値
(
康
照
年
聞
の
銀
銭
比
債
に
よ
っ
て
換
算
す
る
と
銀
約
一
一
問
八
銭
と
な
る
)
が
、
『
関
世
編
』
の
数
値
に
比
し

て
む
し
ろ
賎
い
位
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
、
子
花
の
約
三
倍
と
推
定
さ
れ
る
花
衣
債
格
と
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
り
、
地
域
差
や
度
量

表
1
、
2
所
載
の
資
料
の
内
、

衡
に
よ
る
誤
差
を
考
慮
し
て
も
、
『
関
世
編
』
同
様
、
子
花
債
格
と
考
え
て
誤
り
な
い
と
思
わ
れ
る
。
表
2
所
載
の
他
書
か
ら
の
責
料
も
、
『
一

斑
録
雑
述
』
資
料
と
の
比
較
か
ら
、
子
花
債
格
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

清
代
初
期
の
棉
花
〈
子
花
〉
債
格
の
動
き
を
表
ー
に
よ
っ
て
見
て
み
る
と
、

崇
顧
以
前
に
百
納
嘗
り
一
雨
六
銭
乃
至
一
雨
七
銭
で
あ
っ
た
上
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表 1 清初松江府の棉花債格(銀〉

年 月 棉(爾花/百債幼〉 格 年 月 棉(雨花/百債納〉 格

1. 6~1. 7 1670.10 3.0+ 

崇禎 1630前後 4. 0~5.0 1670.10末 4.0 

1治|贋 I164グ4~5 0.5~0.6 
康 1671. 11 3.0 

[2，000文〕 匝巴 11 [3，300文〕
r、、

1649 3 . 4~3.5 
r、、

1674 上上花1.9

1650.9 5.0 ム 1677夏 2. 6~2. 7 ノ、 ノ、
四 ム

1651. 3 9.0* 
ノ、

11 上者3.0四
1657 2.5 1679秋 1. 5~1. 6 

ーノ、 1659.間3 4.5 1680夏 3.0 
七、J

1661冬 2.0 1681夏 3. 5~3.6 一

康
1662.1 3.0 、、J 1682.5 上白者4.1

1/ τ 2.0 1684.秋 上自好花1. 3~1. 4
際

1670秋 1. 7~1. 8 

上表は，禁夢珠『閲世編J各 7，食貨4，に載る棉花債格資料により，作成したも

のである。

*債格に績けて， r是時三，四年開，遜有升降，相去亦不甚懸紹」とある。

表2 清中期江南の棉花債格(銅銭〉

年 次 地 域 I (嘉百納長)I 備 考

11頂治~務正 1 蘇州府昭文豚 2，000土 ① 

3，000ー 11 

乾隆46(1781)5月 M 2， 300~2， 400 11 

グ 6月以降 グ 4， 600~4， 8oo 台風による歓牧 11 

乾隆47(1782) グ 6，000 11 

11 48~58頃グ 4，000 11 

。50(17紛 |松江町将 8，000 大早 ② 
グ 55以前 紹興府粛山県系 3， Ooo~4， 000 ③ ' 
グ 56(1791) ν 10，000 歎枚 11 

グ 56(1791) 松江府上海勝、 11，000 歳霞 ② 
グ 57(1792) 紹興府蒲山県高 8，000+ ③ 
グ 59(1794) 蘇州府昭文豚 11，000 雨荒 ① 

史料:①郷光旭「一斑録雑述.JJ 6，棉花償。②嘉鹿 『上海鯨志』各19，群異。③狂輝

租 「病楊夢痕録」乾隆57年の燦。

- 79ー
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i，!j末松江府にわける

山花f買格と米償

a
-
H
H
H
t
t
 

E
t
a
-
-
-
M】

』

n
H
E
2
1
t
t

』
』

t

，，J

斗り

.アノ

F
M

/付

-P
，，
 

，，
 

10 
(雨)

だ
一七。五

O
四
0 

一
六
一ニ
O

J、。。
1.1;熊(1662-1722)

れ

海
豚
の
棉
花
債
格
は
、
崇
頑
初
年
に
騰
貴
し
、
明
清
鼎
草
の
混
乱
期

に
は
暴
落
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
米
債
の
動
き
と
同
様
に
、
順
治
年

聞
に
は
高
水
準
を
保
っ
て
い
た
も
の
が
、
順
治
末
年
以
降
低
落
し
、

以
後
、
康
照
前
半
を
通
じ
て
低
い
水
準
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。

薙
正
年
間
以
降
の
棉
花
債
格
に
つ
い
て
は
、
古
紙
'州
府
昭
文
燃
の
人

鄭
光
租
が
『
一
斑
録
雑
述
』
六
、
「
棉
花
債
」
の
中
で
述
べ
て
お
り
、

そ
れ
に
よ
る
と
、
園
初
以
来
羅
正
ま
で
一
揖
二
千
文
(
一
一
問
八
銭
J
二

@
 

雨
四
銭
)
上
下
で
あ
っ
た
棉
花
債
格
は
、
乾
隆
年
聞
に
漸
増
し
た
が
、

一
捨
三
千
文
(
約
四
雨
三
ち
を
越
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
乾
隆
四

順 治 (l臼4-61)

- 80ー

十
六
(
一
七
八
一
)
年
の
台
風
に
よ
る
数
枚
を
機
に
騰
貴
し
、
常
債
が

⑥
 

四
千
文
(
約
四
爾
四
一銭
〉
と
な
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
、
紹
興
府
粛
山

鯨
の
人
、
、
在
輝
組
が
、
乾
隆
五
十
五
〈
一
七
九
O
)
年
以
前
の
常
債
と

し
て
一
斤
三
、
四
十
文
と
述
べ
て
い
る
事
と
大
陸
一
致
す
る
(
表
2
)
。

録 制(1628-叫)

以
上
、
棉
花
債
格
に
は
、
長
期
的
か
っ

E
親
的
に
見
て
、
米
債
と

同
様
、
明
末
の
上
昇
、
順
治
後
半
か
ら
康
照
に
か
け
て
の
低
落
、
乾

隆
以
後
の
増
長
と
い
う
饗
動
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

は
、
後
通
の
如
く
、
一
般
物
債
水
準
が
そ
の
よ
う
に
費
動
し
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
棉
花
生
産
技
術
に
大
き
な
襲
化
が
見
ら
れ
ぬ
以
上
、



棉
花
債
格
も
一
般
物
債
と
同
様
の
長
期
的
襲
動
を
見
せ
る
こ
と
は
嘗
然
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
一
方
で
、
他
物
債
と
匡
別
さ
れ
る
濁

自
の
要
因
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
棉
花
は
、
江
南
の
重
要
移
出
商
品
た
る
棉
布
の
原
料
と
し
て
、
棉
布
の
生
産
・
流
通
動
向

に
債
格
を
左
右
さ
れ
て
お
り
、
第
二
に
、
江
南
棉
花
は
、
江
南
の
棉
花
市
場
に
於
て
必
ず
し
も
安
定
し
た
地
位
を
保
ち
得
ず
、
他
地
域
産
棉
花

と
競
争
闘
係
に
あ
っ
た
。
い
ま
、
以
上
の
二
黙
に
つ
い
て
検
討
し
て
見
た
い
。

@
 

右
園
は
、
『
閲
世
編
』
の
棉
花
債
格
資
料
(
表
1
〉
と
米
債
資
料
と
に
よ
っ
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
土
地
一
畝
嘗
り
の
棉
花
牧
量
、
稲
米

③
 

牧
量
を
そ
れ
ぞ
れ
八
十
斤
、
二
石
と
し
、
そ
の
債
格
嬰
動
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
棉
花
債
格
と
米
債
と
は
、
密
接
と
は
言
え
な
い

ま
で
も
、
大
鐘
に
於
て
照
醸
し
つ
つ
饗
動
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
共
に
夏
作
物
で
あ
る
棉
花
と
米
穀
と
の
作
柄
は
大
卒
一
致
す
る
こ
と
や
、

一
般
物
債
水
準
の
動
向
と
い
う
貼
か
ら
見
て
、
首
肯
し
得
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
例
外
と
し
て
、
米
債
の
高
騰
、
棉
花
債
格
の
低
落
と
い

う
形
で
雨
者
が
一
時
的
に
逆
方
向
に
蟹
動
し
た
時
期
が
、
順
治
元
(
一
六
四
四
〉
年
前
後
と
康
照
十
八
(
一
六
七
九
)
年
と
の
二
回
存
在
す
る
。

順
治
元
年
前
後
の
棉
花
債
格
低
落
に
つ
い
て
は
、
『
閲
世
編
』
巻
七
に
、

甲
申
(
順
治
元
年
〉
以
後
、
因
南
北
開
阻
、
布
商
不
行
、
棉
花
百
帥
一
指
、
不
遁
値
銭
二
千
文
、
准
銀
五
、
六
銭
而
己
。
順
治
三
、
四
年
後
、

布
漸
行
、
花
亦
漸
長
。
〈
括
弧
内
は
引
用
者
以
下
同
様
)

@
 

と
あ
り
、
戦
範
に
よ
っ
て
布
商
の
活
動
が
停
止
し
た
潟
の
棉
花
需
要
の
減
少
に
よ
る
も
の
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
米
穀
移
入
地
帯
で
あ

り
、
か
つ
棉
布
移
出
地
帯
で
あ
る
と
い
う
松
江
府
の
経
済
的
性
格
か
ら
し
て
、
流
通
の
阻
害
と
い
う
要
因
が
、
米
穀
に
関
し
て
は
債
格
騰
貴
、

⑪
 

棉
花
に
闘
し
て
は
債
格
低
落
と
い
う
結
果
を
招
い
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
康
照
十
八
年
の
棉
花
債
格
低
落
に
つ
い
て
は
、
全
く
推
測

⑪
 

の
域
を
出
な
い
が
、
同
年
は
、
山
東
・
河
南
・
江
北
・
蘇
州
・
常
州
・
鎖
江
等
の
地
域
の
稲
作
が
倶
に
凶
作
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
米
穀
が
不

足
し
て
米
債
が
騰
貴
し
た
反
面
、
棉
布
の
鯨
外
需
要
が
停
滞
し
た
こ
と
が
、
棉
花
債
格
と
米
債
と
を
一
時
的
に
逆
方
向
へ
と
襲
動
さ
せ
た
原
因

- 81ー
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で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
、

棉
布
流
通
献
況
の
饗
化
に
因
る
以
外
に
、

他
地
域
産
棉
花
と
の
直
接
の
競
争
も
、

江
南
棉
花
の
債
格
に
影
響
を
及
ぼ
し
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た
3

河
南
・
山
東
等
北
方
諸
省
産
の
'開
花
が
明
代
か
ら
江
南
に
流
入
し
て

い
た
こ
と
は
、

西
鳴
定
生
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
向
、
管
見

る
例
は
見
嘗
ら
な
い
。
清
初
順
治
年
間
ハ

一六
四
四

棉
大
稔
、
毎
出
債
至
一
銭

3

種
地
数
畝
者
、

の
範
園
で
は
、
明
代
に
於
て
、
そ
れ
ら
の
北
方
産
棉
花
の
流
入
が
、
江
南
市
場
の
棉
花
債
務
を
下
落
さ
せ
る
要
因
と
し
て
特
に
注
目
さ
れ
て
い

六
一
)
の
半
ば
に
於
て
も
、
康
配
二
崇
明
蘇
志
』
巻
七
、
一
一君
詳
志
、
順
治
九
年
の
篠
に
、

頓
成
富
室
。

(
傍
黙
守
山
引
用
者
以
下
同
様
〉

と
あ
っ
て
、
豊
作
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
債
格
が
貴
か
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
、
供
給
過
剰
に
よ

る
債
格
低
落
と
レ
う
こ
と
は
問
題
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る

3

棉
作
に
と
っ
て
有
利
な
そ
の
よ
う
な
欽
況
は
、
康
照
年
聞
に
至
っ
て

餐
化
し
た
。
光
緒
『
-嘉
定
蘇
士
心
』
巻
三
、
賦
法
沿
革
、
張
詩
「
永
折
論
略
」
に
は
、

嘉
〔
定
〕
漕
〔
米
〕
之
永
折
、
以
地
不
産
米
、
市
木
棉
輿
布
、
可
易
銀
以
充
糧
也

3

其
可
以
易
銀
充
置
者
、
以
他
慮
不
産
嘉
定
濁
産
、
五
ロ

得
以
善
債
取
直
也
。
今
近
市
太
倉
・
上
〔
海
〕
・
青
〔
浦
〕
、
遠
市
山
東
・
河
南
・
荊
〔
州
〕
・
裏
〔
陽
〕
問
、

皆
産
木
棉
、

故
順
治
開
担
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布
毎
疋
直
四
、
五
銭
、

今
不
過
一

銭
幾
分
、

木
棉
毎
斤
七
、
八
分
或
至

一鏡、

今
不
過

一
分
幾
差
、

於
是
嘉
定
之
銀
日
紬
市
民
寝
寵
乎
病

失

〕
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
l
以
下
同
様
)

と
あ
り
、

叉
、
清
初
の
人
、
責
輿
竪
の
「
太
倉
田
賦
議
」
(
『
忍
を
集
』
文
藁
一
)
に
は
、

太
倉
之
偏
苦
如
此
、

而
昔
時
向
可
因
沿
者
、
以
土
産
木
棉
、
凡
南
北
大
商
、
歳
費
白
鐙
、

語
一腰一間至、

小
民
得
撞
木
棉
之
利
、

可
以
校

梧
。
今
則
斉
(山
東
)
・

議
(
河
南
)
皆
播
載
市
南
、

貨
多
用
寡
、

日
賎
其
値
、

抵
侍
闇
(
扇
建
)
・
慶
(
商
賓
)
之
貿
布
少
責
織
作
、

而
叉

百
無
一
。

と
あ
り
、
何
れ
も
棉
作
の
不
利
と
な
っ
た
原
因
と
し
て
、
山
東
・
河
南
や
湖
慶
に
於
る
棉
花
生
産
や
そ
の
江
南
へ
の
移
出
を
奉
げ
て
い
旬
。
そ

@
 

の
結
果
、
江
南
で
は
、
「
年
年
木
棉
賎
如
土
」
と
な
り
、
棉
作
農
家
の
家
計
は
困
窮
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
他
地
域
産
棉
花
の
江
南
販
入

@
 

に
関
し
て
は
、
乾
隆
初
年
の
河
南
巡
撫
膏
ノ倉
一
の
「
敬
陳
農
桑
田
務
疏
」
に
、
「
今
棉
花
産
於
議
省
(
河
南
)
而
商
買
販
於
江
南
」
と
あ
っ
て
、

嘗
時
、
北
方
か
ら
の
棉
花
流
入
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
乾
隆
末
年
上
海
の
人
、
諸
華
の
『
木
棉
謹
』

に
は
、
上
海
へ
の
綿
花
販
出
地
と
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江
北
よ届

り鼠
は

車海
そ門
至丹
る陽
警を
ご奉

げ
き
獄否

警を
あ手
ザコ 、

t特
と tこ
を数
述年
ベ来

し
て
、

て
い
る
。
そ
れ
と
共
に
、
乾
隆
年
聞
に
は
、
江
南
に
於
る
棉
花
栽
培

⑮
 

の
増
大
が
報
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
、
棉
花
が
嘗
時

@
 

安
定
し
た
利
益
を
零
げ
得
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

生

総

蒐
集
し
た
紙
債
資
料
は
、
表
3
J
6
に
示
し
た
。

ま
ず
、
表
中
に
見
ら
れ
る
絡
の
種
類
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

総
」
は
縦
糸
と
し
て
、

「緯
紙
」
は
横
糸
と
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
。
経
称
は
一
般
に
上
質
の
繭
か
ら
作
ら
れ
る
細
線
で
あ
り
、

緯
絡
は
上
繭

・
中
繭
か
ら
作
ら
れ
る
肥
紙
(
太
糸
)
で
あ
っ
た
こ
と

@
 

が
、
清
末
の
調
査
に
見
え
る
。
、
表

4
の
「
単
組
綜
」
と
「
線
経
紙
」

と
は
、
撚
糸
工
程
に
関
す
る
相
違
に
基
づ
く
呼
稿
か
と
思
わ
れ
る

⑮
 

が
、
不
詳
で
あ
る
。

蘇
州
織
造
李
照
及
び
杭
州
織
造
孫
文
成
の
綜
債
報
告
(
表
4
、
5
)

は
、
織
造
局
で
使
用
す
る
中
・
上
等
の
絡
に
関
す
る
も
の
と
思
わ
れ
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表4 康照末年の江南における新，繰債格

報告年月日 線経来事(分/雨〉 思経絡(分/爾〕 緯線(分/雨)

康照51(1712)5.16 8.4 7.5 

グ 52(1713)閏5.23 8.9 8.2 7.8 

グ 53(l7l4)6.9 8.5 8.1 7.7 

グ 54(1715)6.6 8.0 7.0 6.6 

グ 55(1716)5.12 8.3 7.2 6.9 

グ 56(1717)6.3 8.1 7.0 6. 7 

グ 57(1718)6.16 8.2 7.6 7.2 

グ 58(1719)6.24 8.0 7.4 7.0 

グ 59(1720)6.13 7.9 7.0 6.5 

グ 60(1721)6.6 7.2 6.2 5.8 

/f 61(1722)6.7 7.9 6. 7 6.3 

本表はIT'李照奏沼.J (表3史料⑤参照〉に牧録されている，蘇州織造李照の奏摺中

より，総償資料を抽出して作成したものである。同様の表は，すでに，ジョナサン・

スペンス氏によって作成されている(1.D. Spence， Ts'ao Yin and the K'ang.hsi 

Emperor: Yale UP.， 1967， 295頁)0 C補記〕妊吉褒謬註『孫文成奏摺.J (蔓北・

文史哲出版社， 1978)所載の杭州新来事債格報告によれば，頭等細線一雨の債格は，康

照46年に5分2麓徐， 47年に 6 分 I~H壁， 56年に 7分5費， 58年に7分8麓であっ

た(本書の存在は，本稿提出後，松浦茂氏の御数示により知った)。

表5 薙正初年の江南における新総領絡

年 次

薙正 元 (1723)

グ 2 (1724) 

か 3 (1725) 

グ 4 (1726) 

頭等細線(分/爾)

7.8 

7.2~7.3 

7.0 

7.0 

稀衣者(分/雨〉

7.2+ 

6. 7~6.8 

6.5~6. 6 

6.5~6.6 

本表は， IT'薙正珠批議旨」第47冊，杭j十|織造孫文成の 4年9月1日附奏摺に載る線債

資料により作成したものである。スベンス氏前掲書， 295~6頁。孫、文成のこの総債報

告は，皇帝の「絡債低昂，般向未了悉。歴来最貴之債若干，最賎之債若干，其詳細開

明奏来。股欲知之」という質問に答えたもので['"皇上御極以来，震縁遠年倶好，其

債不甚騰貴。……因強桑年成輿荘稼一様，着牧成好~，定総領貴賎。大概歴来上貴者

不出一銭之外，最賎亦得五六分不等。其粗槌不堪之総，臣街門因無用慮，不行採買。

債比頭重量好最高，賎ー，二分」という説明がついている。
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表6 イギリス東インド舎祉の中園における生紙買入契約債格

年 次 !契約地貼 !品 質 !|tZ債Z佳格品I糊M一ー一頁昔数~ II 年 次 |契約醐 |品 質l債 格 I ~ー頁数のtael/picul 巻数

康照
1699 庚東 上級 137 vol. 1 -90 1763 慶東 * 240~250 V-108 

11 11 中級 127 J -90 1764 '1 南京 260~290紳 V-119 
r、、 1700 11 137.2 ] -97 1765 11 269 V-124 
アフ匂可

1701 舟山 195 ]-110 1766 11 265 V-130 

1702 慶門 132 ] -123 1767 11 260 V -137 I 
-e 

乾 V-137 一 11 11 140 ] -124 1768 11 265~294 一'--' 
1722 庚東 150 1 -172 1771 11 272.5 V-160 

正潅
1723 11 142 J -176 11 11 265~275 V-160 

，.....， 11 /f 145 J -177 隆
1773 。 272.5 V-178 

さヨ 1724 /f 155 1 -180 f司、 1774 11 272.5~277.5 V-188 

ヨ三

1730 159.6 ] -200 一 1777 上級 270 11 -27 /f 

七
11 

1731 11 155 ] -203 11 11 265 11 -28 

1750 11 南京高級 175 1 -288 1780 '1 265 11 -53 

九乾
1753 11 175 1 -291 1783 11 275 11 -90 

1754 I! 155~220 V-19 五 1784 I! 南京 310 11 -96 、、J

隆 1755 11 190 V -24 11 11 慶東 220 11 -96 
r、、

当主主
1756 I! 192.5 V -47 1785 I! 290， 320 11-110 

1757 寧波 225~250 V-60 1787 I! 280 11 -138 

11 虞東 187 V -64 1792 11 南京 312 11 -203 

1759 寧波 198 V-69 I! I! 255 11 -198 

本表は， H. B. Morse， The Chronicles 01 the East lndia Company Trading to China 1635ー 1834，Oxford， 1926-29.によ
り作成した。同書を使用した総領表は，すでに，全漢昇「美洲白銀輿十八世紀中園物債革命的関係J (同氏『中園経済史論叢』第二
冊，新亜研究所， 1972，所牧〉及び，田中正俊「中園祉舎の解睦とアヘン戦争J (同氏「中園近代経済史研究序説』東京大皐出版曾，
1973，所収)において作成されている。
* raw silk (生総〉でなく， silkとのみ記してある。 仲買入契約債格でなく，庚東における時債を示したもの。
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清
曾
典
事
例
』
巻
一
百
五
十
三
、
戸
部
、
庫
蔵
、
鍛
疋
庫
、
に
載
る
乾
隆
十
(
一
七
四
五
)
年
の
規
定
等
か
ら
、

は
、
織
造
局
の
存
在
す
る
蘇
州
・
杭
州
等
の
城
市
で
な
く
、
盟
締
業
の
中
心
た
る
湖
州
府
の
南
湾
銀
・
讐
林
銀
・
新
市
鎖
等
で
あ
っ
た
と
推
定

少
な
く
と
も
清
代
中
期
以
降
に

さ
れ
る
。

十
八
世
紀
に
於
る
紙
債
饗
動
を
示
す
も
の
は
、

@
 

H
・
B
・モ

l
ス
『
東
イ
ン
ド
舎
社
中
園
貿
易
編
年
誌
』
中
に
見
ら
れ
る
、

イ
ギ
リ
ス
東
イ

ン
ド
舎
祉
の
年
々
の
生
紙
買
入
契
約
債
格
で
あ
る
(
表
6
1
こ
の
買
入
は
主
に
贋
東
で
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
も
し
、
東
イ
ン
ド
禽
祉
の

買
付
け
た
生
献
が
、
慶
東
土
紛
等
、
江
南
産
以
外
の
総
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

『
編
年
誌
』
所
載
の
債
格
が
江
南
産
生
紙
の
債
格
を
反
映
し
て

『編
年
誌
』
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
初
に
か
け
て
は
、
地
方
聞

い
な
い
場
合
も
あ
り
得
る
。
し
か
し
、

砂

ν
'
d
F
E

貿
易
船
及
び
外
園
船
は
贋
東
絡
を
積
込
ん
だ
の
に
劉
し
、
東
イ
ン
ド
曾
祉
船
は
高
級
な
「
南
京
」
産
(
江
南
産
)
の
生
紙
を
積
込
ん
で
い
た
こ
と

@
 

が
知
ら
れ
、
さ
ら
に
、
前
金
制
度
の
由
来
を
述
べ
た
部
分
で
は
、
「
嘗
て
一
貿
易
期
に
四
隻
程
度
の
船
し
か
来
航
し
な
か
っ
た
頃
」
(
『
編
年
誌
』

- 86ー

各
巻
末
の
中
園
来
航
官
民
イ
ン
ド
曾
杜
船
名
表
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
十
八
世
紀
前
半
の
こ
と
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
〉
に
於
て
も
、
「
南
京
(
又
は
蘇
州
・
杭
州
)

か
ら
の
生村脚

色

ど

の
迅
速
な
引
渡
は
、
前
金
制
度
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
っ
た
、
と
述
べ
て
、
東
イ
ン
ド
曾
祉
が
江
南
産
生
紙
を
買

@
 

付
け
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
以
上
よ
り
、
東
イ
ン
ド
曾
祉
の
買
付
が
、
江
南
産
生
紙
を
中
心
に
行
な
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
、
従
つ

て
、
買
入
契
約
債
格
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
の
獲
動
が
、

@
 

い
か
と
い
う
こ
と
、
を
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

一
定
程
度
江
南
に
於
る
生
赫
債
格
の
愛
動
傾
向
を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な

さ
て
、
表
3
J
6
を
参
考
と
し
て
江
南
の
総
債
愛
動
を
観
察
し
て
見
ょ
う
。
乾
隆
『
震
津
鯨
士
山
』
巻
二
十
五
、
生
業
、

に
は
、
締
債
愛
動
の

概
略
を
記
し
て
、

按
史
加
、
資
渓
志
、
明
嘉
靖
中
、
綾
紬
債
毎
雨
八
、
九
分
、
総
毎
雨
二
分
。
我
朝
康
回
一
中
、
紬
債
毎
雨
一
銭
、
総
債
向
止
三
、
四
分
。
今
紬

債
硯
康
照
聞
紙
増
三
之
一
、
市
総
慣
倍
之
。
此
業
織
紬
者
之
所
以
生
計
日
徴
也
。

と
あ
っ
て
、
明
代
嘉
靖
年
間
三
五
二
一
丁
六
六
〉
に
生
紙
一
雨
の
債
格
が
銀
二
分
で
あ
っ
た
も
の
が
、

康
田
川
(
一
占
ハ
六
二
|
一
七
二
二
)
中
に
は



569 

イギ、リス東インド舎祉の生紙買入債格説l

50 

九

O
(
命

日

八

O
(
0
6

七
O
(
。
お
)

三
、
四
分
、
現
在
(
乾
隆
十
一
〔
一
七
四
六
〕
年
頃
〉
は
六
J
八
分
で
あ

る
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
総
債
の
長
期
的
上
昇
傾
向
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。

し
か
し
、
表
3
に
示
し
た
明
末
崇
積
年
聞
こ
六
二
八
|
四

生
紙
一
雨
が
銀
六
分
前
後
で
あ
る
か
ら
、

四
)
の
資
料
に
よ
れ
ば
、

総
債
も
米
債
等
と
同
じ
く
明
末
に
一
時
騰
貴
し
た
も
の
と
見
て
よ

く
、
大
盟
、
明
末
の
上
昇
↓
康
照
の
低
落
↓
乾
隆
の
騰
貴
、
と
い

六
O
(
0
5

ぅ
、
米
債
と
同
様
の
曲
線
を
描
い
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

康
照
末
年
か
ら
潅
正
初
年
の
赫
債
は
、
生
総
一
雨
に
つ
き
銀
七
、
八
分

五

0
7
5
前
後
で
安
定
し
て
い
る
(
表
4
、
5
)
。
乾
隆
年
聞
の
生
紙
債
格
に
つ

き
、
表
6
に
基
づ
き
作
成
し
た
上
固
に
よ
れ
ば
、

四
O
{乾
隆
5
)

五
五
)
年
頃
に
始
ま
っ
た
激
し
い
騰
貴
は
、
三
十
三
〈
一
七
六
八
〉
年

三
O
(推
正
8
)

頃
に
至
っ
て
よ
う
や
く
止
ま
り
、
以
後
、
総
債
は
横
ば
い
扶
態
と
な

二
O
(
。

四
四

一O
(
。
ω

一
七

O
O
{康
照
却
)

νパ

乾
隆
二
十
三
七

- 87ー

っ
て
い
る
。

以
上
、
総
債
の
長
期
的
動
向
を
見
て
き
た
が
、
米
債
、
棉
花
債
格

に
酎
比
し
て
、
生
紙
債
格
の
嬰
動
に
闘
し
て
注
目
さ
れ
る
黙
を
い
く

っ
か
奉
げ
て
み
た
い
。

第
一
に
、
棉
花
・
米
と
比
較
し
て
、
生
紙
の
場
合
、
債
格
の
低
落

し
た
康
照
年
間
三
六
六
千
ー
一
七
二
二
〉
に
於
て
も
、
債
格
の
低
さ
、

利
盆
の
少
な
さ
を
嘆
く
文
章
は
、
管
見
の
範
圏
で
は
見
嘗
ら
な
い
こ
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と
で
あ
る
。
康
照
前
牢
を
蘇
州
で
過
ご
し
た
唐
虹
も
、

『
潜
書
』
下
篇
下
、
数
輩
、

呉
牧
師
衣
天
下
、
緊
於
墜
林
〔
鎮
〕
、
呉
・
越
・
聞
・
番
至
於
海
島
、
皆
来
市
鷲
。

五
月
、
載
銀
而
至
、
委
積
如
瓦
礁
。
呉
南
諸
郷
、
歳
有
百

十
寓
之
盆
。
是
以
雄
賦
重
困
窮
、
民
未
至
於
空
虚
、
室
鹿
舟
揖
之
繁
庶
、
勝
於
他
所
。

と
述
べ
、
控
林
鎮
の
紙
市
に
全
園
か
ら
客
商
が
集
ま
り
、
活
滋
な
取
引
を
通
じ
て
大
き
な
利
盆
を
も
た
ら
す
様
子
を
描
寓
し
て
い
る
。
こ
れ
は

恐
ら
く
、
首
時
、
湖
底
・
四
川
及
び
華
北
諸
省
等
に
於
て
生
産
さ
れ
た
生
紙
と
湖
州
一
帯
産
の
生
紙
と
は
、
品
質
上
の
大
き
な
差
を
持
つ
に
至

@
 

っ
て
お
り
、
湖
州
産
の
生
紙
の
み
が
高
級
品
と
し
て
全
園
に
販
路
を
持
ち
得
た
と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
そ
れ
故
に
、
湖
紙
は
棉
花
の
如
く
他
省

の
産
品
に
市
場
を
奪
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
乾
隆
年
聞
の
米
債
騰
貴
と
生
紙
債
格
騰
貴
と
の
聞
に
存
在
す
る
時
間
的
ず
れ
が
注
目
さ
れ
る
。
即
ち
、
米
債
が
乾
隆
初
年
か
ら
二

@
 

十
年
の
聞
に
激
し
く
騰
貴
し
て
い
る
の
に
射
し
、

生
紙
債
格
(
表
6
)
は

- 88ー

米
債
騰
貴
の
一
段
落
し
た
二
十
年
頃
か
ら
激
し
い
騰
貴
を
開
始
し

て
い
る
。
生
一
称
債
格
の
騰
貴
は
、
嘗
初
、
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
、
生
紙
職
出
量
の
増
大
に
起
因
す
る
も
の
と
し
て
把
え
ら
れ
ヤ
確
か
に
乾

@
 

隆
初
年
か
ら
四
十
年
ま
で
の
問
、
イ
ギ
リ
ス
向
け
生
紙
稔
出
量
は
概
し
て
増
大
し
て
い
る
。
し
か
し
、
紙
債
抑
制
を
目
的
に
乾
隆
二
十
四

(
一
七
五
九
)
年
以
降
行
な
わ
れ
た
生
紙
・
絹
織
物
職
出
禁
止
措
置
に
も
拘
ら
ず
綜
債
騰
貴
が
停
止
し
な
か
っ
た
こ
し
印
を
考
慮
す
れ
ば
、
生
紙
騰

貴
の
原
因
を
生
紙
職
出
量
の
増
大
の
み
に
蹄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
生
締
債
格
の
騰
貴
は
、
こ
の
時
期
、
生
牧
師
を
含
む

@
 

諸
物
品
職
出
の
劉
債
と
し
て
の
銀
流
入
が
も
た
ら
し
た
、
一
般
物
債
騰
貴
の
一
環
で
あ
り
、
米
債
騰
貴
の
先
行
は
、
米
穀
と
い
う
商
品
の
主
穀

と
し
て
の
特
殊
性
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
か
と
思
わ
れ
旬
。

棉

布

蒐
集
し
た
債
格
資
料
は
、
表
7
に
示
し
た
。

⑪
 

明
末
清
初
の
江
南
に
於
る
棉
布
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
西
嶋
定
生
氏
が
詳
細
な
検
討
を
加
え
て
お
ら
れ
る
。
本
節
で
は
、
表
7
に
見
え
る
種
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清初江南における棉布債格

年 ヨた 質[品配備
崇禎2(1629) 松江府華亭豚 官 布 4.0~4. 2 採買債格 ① 

順治元~2 (1644~5) 松江府上海豚 標 布 1.0ー ② 

11 1/ 1/ 1/ 1/ C200~300文〕 1/ 

グ 8(1651) " 
1/ 3.3 1/ 

グ 9(1652) 蘇州府嘉定l採 官 布 6.0 ③ 

順治関 1/ ナロ 布 4.0~5.0 ④ 

I1原治 9~10(1652~3) 上海豚 布 2.0 ② 

グ 11~12(1654~5) 1/ 標 布 4.0~5. 0 1/ 

康照元(1662) 嘉定豚 官 布 5.0 ③ 

グ元~3 (1662~4) 上海豚 布 O. 8~1. 0 ② 

グ 11~12(1672~3) 嘉定豚 官 布 4.15 ③ 

グ 21(1682) 上海豚 中 機 3.0 ② 

汐 22~23(1683~4) 1/ 背 布 5.29 採買債格 ⑤ 

" 1/ 1/ 1/ 藍 布 4.79 1/ 1/ 

グ 23(1684) 1/ 標布上上者 2.0 ② 
11 11 1/ 1/ グ鏑者 1. 3~1. 5 1/ 

グ 24(1685) 1/ 青 布 5.01 採買債格 ⑤ 

| 康照宇(ー』執筆時〉

1/ 藍 布 4.51 1/ 1/ 

1/ 標 布 2.0 ② 

表7

史料 :①崇禎 『松江府志』各11. 鄭友玄「布解議」。 ②葉夢珠『閲世編』巻 7. 食

貨 5。 ③光緒 『嘉定豚志』巻 3. 越析「官布考略」。 ④同前書同巻， 張詩

「永折論略」。 ⑤湯斌『湯子遺書J巻2.r解迭布疋疏」。

類
に
つ
い
て
の
み
、
簡
単
に
読
明
を
加
え
て
お
き

蜘-、。

式
しま

ず
、
『
閲
世
編
』
に
記
載
さ
れ
る
「
標
布
」
・

「
中
機
」
・
「
小
布
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
何
れ

も
高
級
棉
布
と
区
別
さ
れ
る
普
通
品
l

「
粗
布
」

に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

『
閲
世
編
』
の
説
明
に

「
標
布
」
と
は
「
上
閥
尖
細
者
」
(
幅
が

庚
く
細
密
で
あ
る
も
の
、
の
意
か
)
で
あ
り
、

よ
れ
ば
、

--， 
中

機
」
は
標
布
に
比
し
て
や
や
幅
が
狭
く
長
さ
の
長

- 89ー

十さ位い
六のでも
尺短あの
tこし、るで、
過も。あ
ぎの叉つ
なで、て

いあ「
とり小雨
言、布者
三@幅」の
》はは一
次ー最疋
に尺もの
「儀幅債
如 、が格
布 長狭は
」さく同
には長じ

つ
い
て
見
る
と
、

乾
隆
年
間
上
海
の
人
、
諸
華
の

『
木
棉
譜
』
に
「
九
布
密
而
狭
短
者
魚
小
布
、
松

江
調
之
拘
布
」
と
あ
り
、
「
小
布
」
に
近
い
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
「
官
布
」
は
上
納
棉
布
で
あ
り
、

内
、
崇
植
二
年
の
債
格
に
つ
い
て
は
、
上
納
棉
布

中
で
も
高
級
布
に
属
す
る
二
線
細
布
・
三
線
細
布
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「
宝
円
布
・
藍
布
」
に
つ
い
て
は
、
湯
斌
『
湯
子
遺
書
』
巻
二
、
奏
疏
、
「
解
迭
布
疋
疏
」
に
、
「
此
布
細
密

@
 

寛
長
、
非
比
民
関
所
用
短
窄
粗
槌
之
布
」
と
あ
り
、
高
級
品
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

@
 

の
債
格
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

表
7
に
示
し
た
棉
布
債
格
の
内
に
は
、
官
に
よ
る
採
買
の
際
に
採
買
債
格
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
も
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
市
場
債

格
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
何
れ
も
妥
嘗
な
債
格
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
市
場
債
格
と
の
聞
に
そ
れ
程
の
差
は
な
い
と
考
え

ら
れ
る
魚
、
採
用
し
た
。

さ
て
、
清
代
前
期
の
棉
布
債
格
の
推
移
を
検
討
し
て
み
る
と
、
資
料
の
少
な
さ
や
布
の
種
類
の
多
様
さ
の
魚
、

一
括
し
て
論
ず
る
こ
と
は
困

難
で
は
あ
る
が
、

『閲
世
編
』
所
載
の
標
布
債
格
(
表
7
)

に
つ
い
て
の
み
見
て
も
、

明
清
交
替
期
の
債
格
低
落
、

順
治
年
間
三
六
四
四
六

一
)
の
騰
貴
、
康
照
年
間
三
六
六
二
|
一
七
二
二
)

に
至
つ
て
の
低
落
と
い
う
趨
勢
は
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

順
治
か
ら
康
照
に
か
け
て

(
八
二
頁
参
照
)
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

- 90ー

の
低
落
局
面
に
つ
い
て
は
、
趨
析
「
官
布
考
略
」

(表
7
参
照
)
や
張
詩
「
永
折
論
略
」

常
州
府
陽
湖
懸
の
人
、
洪
亮
吉
が
、

乾

隆

年

間

(

一

七

三

六

|

九

五

)

に

閲

し

て

は

、

乾

隆

初

年

に

一

丈

三

十

J
四
十
文
(
銀
に
換
算
し
て
四
分

@

@

@

 

三越岨
J
五
分
七
遜
)
で
あ
っ
た
布
債
が
、
乾
隆
末
年
に
は
一
丈
百
J
二
百
文
(
七
分
一
麓
J
一
銭
五
分
)
に
上
昇
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
清
初
資
料

@
 

と
の
比
較
の
魚
、
今
偲
り
に
二
丈
三
尺
H

一
疋
と
し
て
、
洪
亮
士
口
の
記
し
た
布
債
を
疋
嘗
り
に
換
算
し
て
み
る
と
、
乾
隆
初
年
の
一
疋
嘗
り
の

布
債
は
九
分
九
麓
か
ら
一
銭
三
分
一
麓
程
度
、
乾
隆
末
年
の
布
債
は
、
一
銭
六
分
三
麓
か
ら
三
銭
四
分
五
麓
程
度
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

棉
布
債
格
に
も
、
長
期
的
に
は
一
般
の
物
債
水
準
と
同
様
の
襲
動
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
嘗
然
で
あ
り
、
特
に
棉
花
債
格
と
密
接
な
関
連
を
保

っ
て
い
た
こ
と
は
推
測
に
難
く
な
い
の
で
あ
っ
て
、
清
初
の
人
、
陸
世
儀
が
、
松
江
府
青
浦
鯨
に
つ
い
て
、

主
円
浦
之
俗
、
工
織
布
、
棉
三
斤
織
布
一
疋
、
利
率
三
倍
。

@
 

と
述
べ
て
、
棉
花
債
格
と
棉
布
債
格
と
の
聞
の
一
定
の
比
率
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
推
測
を
裏
附
け
る
も
の
で
あ
る
。
叉
、
棉
花
の

項
で
述
べ
た
よ
う
に
(
八
一
頁
)
、
棉
布
の
流
通
吠
況
は
、
棉
花
債
格
の
一
規
定
要
因
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
短
期
的
措
変
動
に
つ
い
て
言
え
ば
、

布
債
は
、
米
債
等
の
み
な
ら
ず
、
棉
花
債
格
と
も
か
な
り
異
な
っ
た
動
き
を
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
賓
際
の
物
債
責
料
に
よ
っ
て
示
す
こ



と
は
現
在
で
き
な
い
が
、
凶
作
が
諸
物
債
に
及
ぼ
す
影
響
を
蝦
説
的
に
考
え
て
み
る
と
、
米
の
如
く
需
要
の
固
定
し
た
商
品
の
債
格
は
生
産
の

減
少
に
伴
な
っ
て
急
激
に
騰
貴
す
る
が
、
棉
布
の
如
き
手
工
業
製
品
の
債
格
は
、
た
と
え
原
料
の
棉
花
が
不
作
で
騰
貴
し
た
と
し
て
も
、
か
え

っ
て
低
落
す
る
場
合
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
第
一
に
、
棉
布
の
買
手
の
家
計
の
中
で
食
費
に
割
か
れ
る
部
分
が
多
く
な
る
こ
と
に

よ
り
、
食
料
以
外
の
商
品
に
劃
す
る
有
数
需
要
は
減
少
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
第
二
に
、
棉
布
の
買
手
は
、
食
料
を
得
る
必
要
上
、
棉
布
を

@
 

直
ち
に
換
金
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
買
手
市
場
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
賓
際
に
、
新
江
省
嘉
輿
府
嘉
善
鯨
の
人
、
陳
龍
正
は
、
崇
禎
三
年
(
一
六
三
O
)

@
 

の
「
庚
午
念
救
春
荒
事
宜
」
中
に
、

荒
年
米
貴
、
則
布
愈
賎
。
各
買
乗
農
夫
之
念
、
閉
門
不
牧
、
難
有
布
無
可
貰
慮
。

と
述
ベ
、
荒
年
に
於
る
布
債
低
落
を
、
崇
禎
三
年
の
み
な
ら
ず
一
般
的
な
現
象
と
し
て
記
述
し
て
い
る
。

八
、
喜
文
、
集
詩
、
に
載
る
、
嘉
慶
遭
光
期
(
十
九
世
紀
前
半
〉
の
人
、
何
其
偉
の
「
大
水
後
多
脅
女
者
詩
以
悲
之
」
に
も
、

木
棉
債
貴
布
債
賎
、
爽
火
欲
断
心
皇
皇
。

と
あ
り
、
水
災
時
の
棉
花
債
格
騰
貴
と
棉
布
債
格
低
落
と
に
鰯
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
凶
年
に
は
、
棉
花
債
格
騰
貴
と
棉
布
債
格
低
落
と
に
よ

@
 

っ
て
、
紡
糸
織
布
の
利
は
急
激
に
減
少
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
凶
年
に
際
し
て
言
わ
れ
る
「
紗
布
無
息
」

な
し
)
と
は
、
こ
の
よ
う
な
獄
態
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

叉

光
緒
『
青
浦
鯨
士
山
』
巻
二
十

- 91ー

(
棉
糸
と
棉
布
と
に
利
潤

四

回

産

国
産
は

米
穀
・
棉
花
・
生
紙
等
と
比
較
し
て
、

債
格
嬰
動
の
把
握
が
更
に
困
難
な
種
類
の
財
で
あ
る
と
言
え
る
。

と
い
う
の
は
、

回
産

は
、
地
味
・
所
在
等
の
傑
件
が
、
個
々
の
地
片
に
よ
り
千
差
蔦
別
で
あ
る
潟
、
そ
の
皐
位
面
積
嘗
り
の
標
準
的
な
債
格
は
大
き
な
幅
を
持
た
ざ

る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
清
代
に
つ
い
て
は
、
国
債
の
検
討
に
際
し
、
特
に
大
き
な
留
保
を
附
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
第
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一
は
、
清
代
に
於
る
「
田
債
」
の
概
念
は
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
い
と
い
う
勲
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、

一
日
一
貫
却
さ
れ
た
回
産
に
つ
き
、

カミ

な
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⑨
③
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①
③
③
③
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⑬
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①
①
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⑫
①
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債
湘

表8 明末~清中期江南の国債

時 期 | 地域 !田の性質!弘 /fg|史料11 時 期

明中葉 |常州府金削除 | i50~100 
高暦 初 年 i f!採 州 府 0.8 
高!居中期(16世紀末)I湖州府 i土地 10+

グ | ρ | 中地 7 
| グ l 下地 3~4 

高暦27~30頃 l蘇州府常熱豚 I1. 1~2.5 
/f 32~35頃//グ I 1.8~2.0 
グ 38(1610) ググ 1.99
グ 36(1608)頃 |嘉輿府海堕l孫 IH奥田 6.25 
グ グ | ググ |清田 IO. 94~ 1. 25 

崇禎中 |松江府主望書 |上回 10+
グ 1/ 上海豚 l上田 3~4 

崇禎15(1642) 蘇升 | 府 4~5 
崇 績 末 | 金匪 豚 1~2
順治初(17世紀竿) I華亭・育浦 |上回 15~16 

グ !上 海 賊 | 下回 3~4
ρ |金 低 燃 1 良回 2~3
グ |蘇州府嘉定l綜 10+

康照元~3 松江府 1:最上回 IO. 3~0. 5 
康照16(1677) 蘇1-1、|府奥江蘇 4.89

個別的貿買における債格はイタリックで示した。その他は，相場として記録されているものである。
史料:①銭泳 『履園叢話」巻 1， ，-国債」。 ②業紹実『啓頑記開銀』巻 3，崇禎15年の僚に載る，呉氏所有の田に関する記事。

③乾隆『烏青鎖志」巻11，茅坤「輿甥顧徽章侍御書」。債格が示されているのは， 桑地についてであるが，稲田でも，水早に
拘りなく 2~3 石の収穫をあげ得る地田・蕩回の債絡は，桑地と匹敵するものであったことが述べられている。 ④江蘇省博
物館編 『江蘇省明清以来碑刻資料選集』北京・三聯書庖， 1959， 548ー 552頁， ，-購置義国分勝北運差役碑」。 ⑤劉1:y:敬「荒著
略J(11堕邑志林」所枚)。 ⑥葉夢珠 『闘世編』各 1，国産 1。 ⑦光絡 『嘉定l孫志』巻 8，風俗。 ⑧前掲『江蘇省明清以
来碑刻資料選集dJ444-445頁， ，-大王殿置目立廟建棲華南月碑記」。奥江聯盛津銀附近の田を，数次にわたり買い足していった
際の債格。 ③朱用純『燐説集』各 6，，-賂族田記」。従来1奥田 l畝 4雨程度の水準であったものが，国債騰貴により中産 l畝
5雨となったことを述べる。 ⑮宋華経『西阪類稿』倉39，，-請諮版荒明江田賦詳文」。税額の重い長洲燃では，他l採に比して国
債が安いことを述べる。 ⑪麿競『潜書』 上篇下， ，-食難」。生活に困って田を賎賀した記事。 ⑫在輝租『病楊夢痕録」嘉慶
4年の係。 ⑬郷光租『一斑録雑述J 6， ，-国債」。

日
可
ド
凶

|田の傾!
① 康照19(1680)春 華亭・良勝 上回 7~8 

② /f II 上 海豚 下回 2~3 

③ グ 25(1686) 蘇州府呉服 中産 5.0 
③ 。27(1688) 呉 江 l際 12.08 
③ グ 27~28 蘇州府長洲i豚 熟産 2~3 

@ 康 照中 期 ? 蘇州府 下回 1.5 
④ 康照 年閲 金 関 豚 4~5 

④ 康照32(1693) 呉江 f孫 12.0 
@ グ 40(1701) /f 10.0 
⑤ グ 47(1708) /f 13.11 
⑥ 潅正 年開 金 匪 l採 良田 2~3 

⑥ 乾隆初年(18世紀竿〉 紹興府新山豚 上回 13~14 

② /f /f /1 (10千文+J
① /f 蘇州府高安富 高郷 4~5 

⑥ /f /f 低郷 7~8 

⑥ 乾隆30(1765)頃 金匿県果、 中田 7~8 

① /f /f 上田 10+ 
⑦ 嘉慶初(18世紀末) If山鯨 上田 (35~40千文〕
⑥ 

I : 嘉慶 中 ?

/f 東郷 (27~30千文〕
③ 金匿豚 50+ 

域| 地
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り
の
時
日
が
経
っ
た
後
に
買
手
が
買
手
に
劃
し
て
国
債
の
足
し
前
を
要
求
す
る
「
技
債
」
慣
行
や
、
田
底
ハ
底
地
)
と
田
面
〈
上
地
〉
と
が
、
そ

@
 

れ
ぞ
れ
の
債
格
相
場
に
謄
じ
て
相
互
に
無
干
渉
に
買
買
さ
れ
る
一
回
雨
主
慣
行
等
は
、
清
代
に
於
て
「
回
債
」
と
し
て
表
示
さ
れ
て
い
る
債
格

が
、
田
土
そ
の
も
の
の
包
括
的
債
格
と
し
て
支
携
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
必
.
す
し
も
言
い
得
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
さ
ら

「
国
債
」
の
意
味
自
瞳
の
駿
昧
さ
に
加
え
て
、
度
量
衡
の
不
統
一
、
及
び
債
格
形
成
に
於
る
偶
然
性
・
怒
意
性
と
い
っ
た
、
清
代
の
物
債

一
般
に
共
通
す
る
問
題
に
閲
し
て
も
、
回
産
に
於
て
は
、
他
の
商
品
に
比
し
て
さ
ら
に
強
い
偶
然
性
・
怒
意
性
乃
至
不
統
一
性
が
推
測
さ
れ
る

@
 

の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
孤
立
し
た
債
格
資
料
よ
り
も
、
債
格
趨
勢
に
劃
す
る
同
時
代
人
の
感
費
に
、
よ
り
多
く
依
援
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
前

国
債
に
於
て
、
他
の
諸
物
債
に
も
ま
し
て
最
も
よ
く
あ
て
は
ま
る
と
言
え
よ
う
。

稿
の
原
則
は
、国

債
資
料
を
整
理
し
た
表
8
を
参
考
に
し
つ
つ
、
清
代
前
期
の
回
債
趨
勢
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
明
代
中
期
以
降
、
径
役
負
強
の
増

@
 

大
に
よ
っ
て
下
落
し
た
江
南
の
国
債
は
、
高
暦
年
間
〈
一
五
七
三
|
一
六
二
O
)
頃
か
ら
回
復
し
つ
つ
あ
っ
た
。
高
暦
『
江
寧
鯨
志
』
巻
三
、
税

糧
、
に
載
る
挑
汝
循
の
「
寄
荘
議
」
に
は
、

以
下
、頼

巡
撫
海
公
均
回
粧
行
一
候
鞭
法
、
従
此
役
無
偏
累
、
人
始
知
有
種
田
之
利
、
市
城
中
富
室
始
肯
買
田
、

実
。
至
今
回
不
荒
蕪
、
人
不
逃
鼠
、
銭
糧
不
描
欠
、
市
債
日
貴
、
亦
由
富
室
買
田
之
故
也
。

と
し
て
、
隆
慶
年
間
(
一
五
六
七
l
七
二
〉
の
雁
天
巡
撫
海
瑞
に
よ
る
賦
・
役
改
革
の
後
、
国
債
が
次
第
に
上
昇
し
た
こ
と
を
述
匂
、
叉
、
天
啓

『
海
瞳
瞬
間
経
』
巻
五
、
食
貨
篇
第
二
之
上
、
田
土
、
に
は
、

郷
開
貧
民
始
不
肯
軽
棄
其
田

- 93一

習
成
修
俗
而
桑
田
多
、
稲
田
魚
之
漸
窄
、
屡
遇
豊
年
而
穀
債
貴
、
国
債
因
而
途
高
。

と
あ
り
、
天
啓
(
一
六
二
一

l
二
七
〉
初
年
、
嘉
輿
府
海
盟
豚
で
は
、
桑
田
の
増
加
に
伴
な
う
穀
債
の
騰
貴
に
よ
り
、

報
じ
て
い
る
。

国
債
が
上
昇
し
た
こ
と
を

575 

崇
積
年
間
三
六
二
八
|
四
四
〉
以
降
に
つ
い
て
、

は
、
松
江
府
の
田
債
は
、

@
 

松
江
府
上
海
鯨
の
人
、
葉
夢
珠
の
『
閲
世
編
』
の
記
述
に
よ
っ
て
見
る
と
、
崇
頑
年
聞
に

一
畝
三
雨
か
ら
十
徐
両
と
い
う
比
較
的
貴
い
債
格
で
安
定
し
、
「
梧
紳
富
室
、
最
も
多
き
も
数
千
畝
に
過
ぎ
ず
、
賎
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債
の
回
無
く
、
亦
た
盈
蔦
の
産
無
」
き
肢
態
で
あ
っ
た
。
順
治
(
一
六
四
四
六
一
)
初
年
、
米
債
が
騰
湧
す
る
と
、
人
々
は
争
っ
て
置
産
し
、

国
債
は
騰
貴
し
た
が
、
そ
の
後
、
賦
・
役
の
繁
重
と
米
債
低
落
と
に
よ
り
、
康
配
山
(
一
六
六
二
|
一
七
二
二
)
初
年
に
は
、
国
産
は
殆
ん
ど
債
無

⑬
 

き
に
至
っ
た
。
均
田
均
役
法
の
施
行
以
来
、
民
心
は
定
ま
っ
た
が
、
農
村
経
済
の
沈
滞
は
回
復
せ
ず
、
国
債
は
依
然
と
し
て
停
滞
し
、

は
そ
れ
に
乗
じ
て
贋
く
田
土
を
買
い
集
め
、

「
心
計

有
る
の
家」

数
蔦
畝
に
及
ぶ
大
土
地
所
有
が
出
現
し
た
。

こ
の
関
、

米
債
は
上
昇
し
な
か
っ
た

が
、
賦

・
役
負
携
が
比
較
的
軽
微
で
あ
っ
た
魚
、
大
土
地
所
有
者
は
利
盆
を
あ
げ
得
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、

康
照
十
九
(
一
六
八
O
)
年
、
米

債
騰
貴
に
伴
な
っ
て
田
債
も

一
時
騰
貴
し
た
が
、
次
年
に
は
や
や
低
落
し
た
。
以
上
が
『
閲
世
編
』
に
記
す
所
で
あ
る
。

薙
正
年
間

(
一
七
一
二
一
丁
三
五
〉
に
闘
し
て
は
、
常
州
府
金
匿
鯨
の
人
、
銭
泳
が
、

@
 

っ
て
低
落
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

康
照
年
聞
を
通
じ
て
上
昇
し
た
国
債
は
、

同
じ
く
常
州
府
に
関
し
て
乾
隆
(
一
七
三
六
|
九
五
〉
前
牛
に
書
か
れ
た
黄
卯
の

薙
正
年
聞
に
至

『
錫
金
識
小
録
』
巻

一
、
備
参
上
、

「風
俗
襲
遷
」
は

~ 94ー

田
値
之
田
町
、
較
薙
正
閲
不
菅
倍
碇
。
蓋
昔
迫
於
追
呼
、
但
見
回
之
魚
累
、
故
棄
回
之
家
多
而
置
田
之
家
少
。
及
乾
隆
以
後
、
大
赦
奮
欠
、

間
間
無
擾
、
叉
米
債
騰
、湧
、
盆
見
田
之
篤
利
、
故
今
置
回
之
家
多
市
棄
田
之
家
少
。

と
述
べ
、
滞
納
分
の
税
の
菟
除
と
米
債
の
上
昇
と
に
よ
り
、
薙
正
|
乾
隆
聞
に
回
債
が
二
倍
以
上
に
騰
貴
し
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
乾
隆
初

年
か
ら
嘉
慶
(
一
七
九
六
l
一
八
二

O
)
初
年
に
か
け
て
は
、
紹
興
府
粛
山
鯨
の
人
、
在
輝
租
が
、
銀
表
示
に
し
て
三
倍
弱
の
国
債
騰
貴
を
報
告

@
 

し、

叉
、
乾
隆
半
ば
か
ら
嘉
慶
後
牢
に
至
る
五
十
徐
年
聞
に
閲
し
て
は
、
前
述
の
銭
泳
が
、
五
倍
程
度
の
騰
貴
を
記
し
て
い
加
。

以
上
、
明
末
以
来
乾
隆

・
嘉
慶
年
聞
に
至
る
田
債
の
趨
勢
を
概
観
す
る
と
、
蔦
暦
年
間
(
一
五
七
三
l
一
六
二

O
)
か
ら
崇
顧
年
間
(
一
六
二
八

ー
四
四
)
に
至
る
上
昇
↓
順
治
(
一
六
四
四
|
六
一
)
初
年
の
騰
貴
↓
康
照
(
一
六
六
一
丁
一
七
二
二
)
初
年
の
低
落
及
び
康
照
前
牢
の
停
滞
↓
そ
の

後
の
上
昇
↓
薙
正
年
間
(
一
七
二
三

三

五
)
の
低
落
↓
乾
隆
三
七
三
六
九
五
)
・
嘉
慶
聞
〈
一
七
九
六
|
一
八
二

O
)
の
騰
貴
、

@
 

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
し
て
整
理
す

本
節
で
紹
介
し
て
き
た
諸
史
料
に
於
て
、
如
上
の
回
債
繁
動
の
規
定
要
因
と
し
て
主
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
米
債
第
動
と
賦
・
役
負



捨
の
増
減
と
で
あ
っ
た
。
米
債
が
上
が
れ
ば
土
地
所
有
の
も
た
ら
す
貨
幣
牧
入
が
ふ
え
る
の
で
国
債
は
上
が
り
、
賦
・
役
負
携
が
ふ
え
れ
ば
土

地
所
有
の
利
盆
は
そ
れ
だ
け
減
っ
て
国
債
は
下
が
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
嘗
時
の
観
察
者
に
と
っ
て
嘗
然
の
事
貧
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
今
、

国
土
の
も
た
ら
す
年
間
牧
盆
を
計
算
し
て
み
る
と
、
定
額
の
現
物
佃
租
が
支
配
的

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
嘗
時
の
江
南
に
於
て
、
年
々
佃
租
が
定
額
通
り
に
納
め
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、

国
土
所
有
者
が
地
主
で
あ
っ
た
と
仮
定
し
て
、

(
吉
菌
強
|
温
品
社
連
瀧
九
〉
禅
師
治
蹄
)
x
w
芳
踊
〈
溜
河
口
総
〉

l
蹄
隷
連
酪
〈
持
田
川
口
癖
〉
旦
)
翼
・
時
治
蹄

と
し
て
表
わ
す
こ
と
が
で
き
、
佃
租
額
が
多
く
、
米
債
が
貴
く
、
賦
・
役
負
措
が
少
な
い
場
合
に
、
年
間
牧
盆
は
大
き
く
、
そ
の
逆
の
場
合
に

@
 

小
さ
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
地
主
が
田
土
を
、
利
潤
を
得
る
震
の
投
資
割
象
と
見
な
す
場
合
、
そ
し
て
回
土
買
買
に
制
約
が

な
い
場
合
に
は
、

国
債
に
劃
す
る
こ
の
年
開
牧
盆
の
割
合
、
即
ち
回
土
所
有
の
利
盆
率
と
も
言
う
べ
き
割
合
は
、
異
な
る
篠
件
の
田
土
の
聞
で

@
 

一
致
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
清
初
の
人
、
唐
斑
が
、
『
潜
書
』
上
篇
下
、
善
施
、
に
於
て
、
「
千
金
之
産
、
其
生
百
五
十
」
と

述
べ
、
清
中
期
の
人
、
在
輝
組
が
、
『
風
宇
治
績
説
』
中
の
「
宜
勿
致
民
破
家
」
に
於
て
、

「
千
金
之
産
、
歳
息
不
過
百
有
齢
金
」
と
述
べ
て
い
る
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の
は
、

そ
の
よ
う
な
土
地
投
資
利
率
の
卒
均
化
を
前
提
と
し
て
い
る
と
言
え
る
。
と
す
れ
ば
、
買
買
を
通
じ
て
成
立
す
る
国
債
は
、
基
本
的
に

は
、
そ
の
土
地
の
年
間
牧
盆
を
そ
の
標
準
利
率
で
除
し
た
も
の
に
規
定
さ
れ
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
羅
正
年
聞
の
官
僚
、
都
爾
泰
の
、

按
民
間
置
産
、
必
核
算
特
粒
、
除
算
銭
糧
、
然
後
合
其
利
息
、
照
値
論
債
。

@
 

と
い
う
言
も
、
こ
れ
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、

質
際
の
回
債
形
成
に
際
し
て
は
、
ま
た
別
の
諸
要
因
が
働
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
推
測
に
難
く
な
い
。
そ
の
第
一
は
、
国
土
に
劃

@
 

す
る
「
恒
産
」
的
意
識
で
あ
る
。

即
ち
、
回
産
を
、
先
祖
代
々
の
、
叉
、
子
孫
に
永
久
に
俸
え
る
べ
き
最
も
安
全
な
財
産
、
生
活
の
窮
極
の
擦

り
所
と
見
な
す
意
識
か
ら
す
れ
ば
、

回
産
の
利
が
い
か
に
微
々
た
る
も
の
で
あ
り
、
叉
、

そ
れ
に
比
し
て
回
債
が
い
か
に
高
騰
し
よ
う
と
も
、
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現
在
生
計
を
維
持
し
得
る
限
り
は
決
し
て
国
産
を
貰
ろ
う
と
は
し
な
い
、

と
い
う
態
度
が
あ
り
得
'た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
態
度
が
国
債
を
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お
し
上
げ
る
放
果
を
も
つ
こ
と
が
あ
り
得
た
で

あ
ろ
う
。
第
二
に
、
機
謹
等
の
際
に
於
る
国
土

の
放
棄
乃
至
窮
迫
的
責
却
が
、

回
債
相
場
に
影

響
を
輿
え
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
嘉
慶
の
準

士
、
周
天
爵
は

飢
年
田
畝
必
賎
。
民
以
田
易
命
、
安
問
貴

賎
。
而
有
力
股
戸
、
往
往
以
此
大
富
。

@
 

と
述
べ
、
機
謹
時
の
国
債
低
落
を
一
般
的
現
象

と
し
て
指
摘
し
て
い
る
。
江
南
の
例
と
し
て

は
、
崇
禎
末
年
の
餓
僅
時
の
蘇
州
で
、

「
民
房

空@2
慶
明
類

良
田
美
産
、

欲
求
筈
市
不
可

と
言
わ
れ
て
い
る
吠
況
が
こ
れ
に
嘗
ろ

ぅ
。
こ
の
場
合
、
米
債
と
田
債
と
は
、
む
し
ろ

負
の
相
閲
閥
係
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

五

賃

金

清
代
前
期
の
江
南
に
閲
し
て
筆
者
の
蒐
集
し

得

た

賃

金

責

料

は

、

叩

に

示

し

た

如

く
、
わ
ず
か
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
資
料

表
9
、

清代蘇州の蹴布工債

年 衣 1 基準となる銀の種類 l| (分工/債匹)i 考 l |r碑:貰刻選蚊集』 li 

康照 9(1670) 紋銀 1.1 33-34 

11 32(1693) 1.1 34-37 

11 54(1715) 1. 13 奮例通り 40-43 

グ 59(1720) 九七色 1. 13 米貴時には増額 43-46 

乾隆 4(1739) 1. 13 47-49 

グ 44(1779) 1.3 37年以来? 49-50 

グ 60(1795) 陳卒九八免九六色銀 | 1.3? 51-52 

同治11(1872) l 九八免九六色銀 1.4 奮例通り 57-58 

表 9

この表は，江蘇省博物館編 『江蘇省明清以来碑刻資料選集』北京・ 三聯書庖， 1959， 

所牧の碑刻資料により作成したものである。

端布業とは，棉布のつやだし業叉はしわのばし業であるが，その職人である蹴匠は，

匹単位の出来高梯いで，布商から工債を受取っていた。これらの蹄匠は，清代を通じ，

しばしば賃上げを要求して争議をおこした。 r碑刻選集』にl段められた数黙の碑刻は，

争議のつど，その牧拾のために建てられたのであって，そこには，奮来通りの，叉は

新しく改定された公定の工債が刻され，確認されているのである。これらの工債は官

によって公定されたものであり，民閲一般の賃金水準とどの程度の関連があるかはわ

からないが，清代を通じての，同一業種の工債の重量動を示す，貴重な史料であると言

える。

この史料については，横山英「清代における端布業の経営形態J r清代における包

頭制の展開一端布業の推樽過程についてJ (共に同氏『中園近代化の経済構造」亜紀

書房， 1972，所牧〉及び，寺田隆信「蘇州端布業の経営形態J (同氏 『山西商人の研

究』東洋史研究舎， 1972，所牧)において分析されてL、る。
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表10 清代前期江南の工債

時 期 地 域 職 種 |期開 li:ii|工債 |信爾

高暦閲 湖 リ、11 農業労働(桑地) 1年 有 2.2商 ① 
か中期 嘉輿府崇徳、豚 杵 油 l図おき 8分 夜業 ② 

官定 ③ 崇禎13(1640) 蘇州府嘉定豚 溶 河 1日 2分
140文 ④ グ 16(1643) グ毘山l採 11 11 11 

⑤ 崇禎~順治 !湖 列{ 農業労働 1年 有 5雨
11 11 11 11 11 3爾 ⑤ 

順治問 蘇 州i 瓦木匠 1日 28文 ⑥ 
11 11 工 11 14文 ⑥ 

11慎治14(1657) 太倉・嘉定 平巷 河 11 無 7分 官定 ⑦ 

康照8(1669) 寧波府鄭豚 建 墓 11 40文 @ 

グ 20(1681) 常熟・太倉 溶 河 11 4分 官定 ⑨ 

*正2(1724) 松江府 修海塘 11 無 5分 11 ⑮ 
グ 5(1727) 太倉 州 河 工 11 5分 11 ⑪ 

乾隆10(1745) 常州府金匿豚 挑稿人夫土工 11 有 5分 公定 ⑫ 
11 11 11 11 無 8分 11 ⑫ 

グ 21(1756) 蘇 ナト| 染紙作坊工匠 11 有 2~4分 1/ ⑬ 
グ 33(1768) 江蘇省 1/ 5~6分 官定 ⑭ 

1/ 1/ 1/ 5分 // ⑬ 
// 1/ 建設業夫 /1 4~5分 1/ ⑬ 

乾隆末(18世紀末〉 福建・新江・江蘇 雇役(人夫〉 11 有 50~70文 ⑮ 
11 11 11 11 無 140~200文 ⑮ 
11 11 大 工 11 有 140文 ⑮ 
11 11 11 11 無 200文 ⑮ 
11 11 人夫・左官・石工 11 140文 ⑮ 
11 11 在郷月奉公人 1月 300文 ⑮ 

史料 ①妊元臣「漫街粛草J治家保約，立荘規。待衣凌「明代江南地主経済新渡展的初
歩研究」 同氏 「明代江南市民経済試探』上海人民出版社. 1957. 66頁。 ②康照
『石門勝志』 巻 7. 紀文，賀燦然、「石門銀彰憲亭碑記」。地元出身ではない赤身
無頼の油坊労働者が，多額の賃金を得て群博群飲，石門銀内に横行潤歩する様子
が描寓されている。 ③康黙『嘉定豚志」巻 6.西北境水利備考。一般の工債が
騰貴したにも拘らず，従来通りに据え置かれたことが批列されている。 ④康照
『蘇ナ1"府志Jを140 ⑤『沈氏農書.io r 5雨」は楊園先生全集本(巻49)の数値，
r3雨」は皐海類編本(集徐 6.整能〉の数値である。 ⑥漏桂努 『顛宏、堂稿』

巻12.r蓑膏肇父子家書政」。 ⑦光緒 「嘉定豚志』巻6. ~J河治蹟。 r毎工給銀
五分米二升， 毎升折銀一分」とある。 ③李業E嗣 『果堂文紗』各 5. r果堂幽居
銘」。 ⑤康照51年修『常熟豚志』各 7. 蒋伊「溶白斑記」。江寧巡撫慕天顔の指
揮した白茄の溶河工事について記したもの。同書，巻 1に載る慕天顔の「再陳水
利疏」には r毎工給銀五分」とあり，嘗初の橡算では 1日5分であったことが
知られる。 ⑮Ii*正珠批論旨』第25冊. 2年9月4日，那爾泰摺。 r卸以ー智
被災之民召募充役，日給工食銀五分，則不特自食無虞，粂可分踏家口」とある。
⑪同前書，第23冊5年4月15日，貌経園摺。 r毎対合銀五分，激蔦窮民皆得養日韓
之費」とある。 ⑫前掲『江蘇省明清以来碑刻資料選集.!524ー525頁「金匿鯨規
定脚夫務夫土工毎日工債禁止分界編占苛索碑」。 ⑬同前書.66-68頁「奉各憲
般禁紙作坊工匠把持動増工債永護霊碑」。ノノレマ以上の仕事については，一工分とし
て5分の飲食銀が支携われる。 ⑬ 『江蘇省物料債{直則例.Jl (乾隆33年〉。同書
は，官が城垣・街署・廟字・倉庫等を修建する際の費用の目安として，市場債格
に基づいて，石材・木材等の材料債格及び夫匠の工債を定めたものである。秀夫
とは，杵で土をたたき固める工人。 ⑬中川忠英「清俗紀聞』巻之二，居家。な
お，同書同容には，乾隆末年の生活費に関して. r下賎の者，一人暮し方一人前
三，四十文にてハ暮しかぬれども，三人合食なれバ百文程にて安く暮らす。尤食
事は魚野菜等也，肉食は出来ず」とある。
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か
ら
、
賃
金
の
動
向
、

ま
し
て

一
般
物
債
と
の
関
連
に
於
る
貫
質
賃
金
の
動
向
を
讃
み
取
る
こ
と
は
、
殆
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
本

節
で
は
、
集
め
得
た
些
少
の
史
料
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

明
末
清
初
の
新
江
省
嘉
輿
・
湖
州
雨
府
に
於
て
は
、

賃
金
水
準
の
上
昇
を
一
示
す
史
料
が
数
恥
見
ら
れ
る
。

湖
州
府
の
人
、
朱
園
頑
の
『
湧
瞳

小
品
』

(
天
啓
二
〔
一
六
二
二
〕
年
政
〉
巻
二
、
農
輩
、

近
年
農
夫
日
貴
。
其
値
増
四
之
一
。
嘗
由
務
農
者
少
。
可
慮
、
可
慮
。

と
あ
り
、
叉
、
同
じ
く
湖
州
府
の
人
、
沈
氏
は
、

倣
工

之
法
の
項
に
於
て
、
農
業
州
労
働
に
闘
し
、
百
年
前
に
比
し
て
雇
傭
篠
件
の
向
上
が
必
要
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
、

崇
顧
(
一
六
二
八
|
四
四
)
末
年
に
著
し
た
と
さ
れ
る
『
沈
氏
農
書
』
中
、

蓮
田
地
法
、

清
代
に
入
っ
て
も
績
い
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ

(
『
楊
園
先
生
全
集
』
各
五
十
)
に
、

嘉
輿
府
桐
郷
鯨
の
人
、
張
履
鮮
は
、
順
治
十
五
年
三
六
五
八
)

「
近
年
人
工
既
貴
、
像
惰
復
多
」
と
述
べ
て
お
り
、
蘇
州
府
に
於
て
も
、
葉
紹
亥
『
啓
頑
記
聞
録
』
順
治
六

に
著
し
た

「
補
農
書
」

下

(
一
六
四
九
)
年
の
僚
に
よ
れ
ば
、

- 98-

自
鼎
新
以
来
、
歳
多
豊
穣
、
米
債
是
年
減
至
雨
許
。
然
諸
食
用
之
物
及
諸
色
工
債
之
作
(
工
作
之
債
で
あ
ろ
う
〉
無
不
倍
増
。

@
 

と
あ
っ
て
、
賃
金
水
準
の
上
昇
が
知
ら
れ
る
。

康
照
年
間
米
債
低
落
期
の
江
南
に
閲
し
て
、
賃
金
の
動
向
を
示
す
史
料
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
米
債
上
昇
期
の
乾
隆
年
聞
に

閲
し
て
は
、
常
州
府
陽
湖
照
出
身
の
洪
亮
吉
が
、
「
生
計
篇
」
(
註
@
参
照
)
の
中
で
、
乾
隆
年
聞
を
通
じ
、
人
口
の
増
大
に
よ
り
消
費
物
資
の

債
格
は
高
騰
し
た
に
も
拘
ら
ず
、

土
農
工
買
の
牧
入
は
「
い
よ
い
よ
徴
」
で
あ
り
、

四
民
の
生
計
は
困
窮
す
る
形
勢
に
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い

る
。
洪
亮
士
口
の
論
調
か
ら
す
る
と
、
名
目
牧
入
も
低
下
し
て
い
る
如
き
印
象
を
受
け
る
が
、
表
9
、
叩
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
賃
金
に

閲
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
ま
ず
寅
際
に
は
あ
り
得
な
い
と
言
っ
て
よ
く
、
洪
亮
士
口
の
言
は
、
現
寅
の
趨
勢
の
観
察
に
よ
る
と
い
う
よ
り
む
し

ろ
、
彼
に
と
っ
て
理
論
的
要
請
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
表
9
に
見
え
る
蘇
州
の
蹄
布
業
工
債
の
上
昇
率

@
 

の
、
米
債
上
昇
率
に
比
し
て
の
非
常
な
低
さ
は
、
質
質
賃
金
の
減
少
を
示
す
も
の
と
し
て
、
洪
亮
吉
の
論
黙
の
一
つ
の
裏
附
け
と
は
な
る
で
あ



ろ
う
。

お

わ

り

以
上
、
清
代
前
期
江
南
に
於
る
諸
物
債
の
趨
勢
を
検
討
し
、
棉
布
・
生
称
・
賃
金
等
に
於
る
や
や
不
明
確
な
部
分
を
除
き
、
何
れ
に
つ
い
て

も
、
米
債
と
同
様
、
明
末
か
ら
順
治
三
六
四
四
|
六
一
)
前
牢
に
か
け
て
の
上
昇
↓
康
照
(
一
六
六
二
|
一
七
一
一
一
一
)
の
低
落
↓
乾
隆
ハ
一
七
三
六

|
九
五
)
の
騰
貴
、
と
い
う
趨
勢
を
検
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
従
っ
て
、
右
の
趨
勢
を
、
清
代
前
期
江
南
の
物
債
饗
動
の
大
筋
と
見
倣
す
こ

と
が
で
き
よ
う
。

そ
れ
ぞ
れ
の
商
品
の
債
格
を
規
定
し
た
濁
自
の
要
因
に
つ
い
て
は
、
本
来
、
そ
れ
ぞ
れ
の
商
品
に
つ
い
て
、
付
債
格
形
成
の
主
要
な
内
的
規

定
要
因
(
生
産
債
格
、
牧
盆
率
等
)
、
∞
需
給
関
係

l
a
、
需
要
の
長
期
的
或
は
短
期
的
繁
化
、

b
、
供
給
の
長
期
的
或
は
短
期
的
饗
化
、
!

と
い
っ
た
諸
黙
を
考
察
す
べ
き
で
あ
る
が
、
史
料
上
の
制
約
の
潟
、
本
稿
で
は
、
棉
花
に
つ
い
て

ωb、
生
紙
・
棉
布
に
つ
い
て
∞

a
、
国
土

に
つ
い
て
付
、
口

a
等
の
黙
に
ふ
れ
得
た
に
と
ど
ま
っ
た
。
し
か
し
、
不
十
分
で
は
あ
る
が
、
江
南
産
の
棉
花
と
生
紙
と
の
江
南
市
場
に
於
る

地
位
の
差
異
、
凶
作
・
兵
蹴
等
の
事
件
が
主
穀
債
格
と
そ
の
他
諸
商
品
の
債
格
と
に
短
期
的
に
及
ぼ
す
異
な
っ
た
影
響
、
国
土
債
格
の
主
要
な

規
定
要
因
、
等
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
論
黙
を
提
出
し
得
た
と
思
う
。

本
稿
は
、
従
来
直
接
的
な
構
造
分
析
を
主
流
と
し
て
き
た
我
園
の
明
清
経
済
史
研
究
に
、
襲
動
分
析
的
観
黙
を
取
入
れ
よ
う
と
す
る
試
み
に

- 99一

於
る

一
準
備
作
業
で
あ
る
。
今
後
、
前
稿
及
び
本
稿
で
検
出
し
た
物
債
の
長
期
的
動
向
が
、
ど
の
よ
う
な
要
因
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
叉
、

生
産

・
流
通
構
造
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
興
え
た
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
清
代
経
済
の
歴
史
的
特
質
と
い
う
黙
に
留
意
し
つ
つ
解
明
し

て
い
く
こ
と
を
課
題
と
し
た
い
。

581 

①註

清
代
前
期
と
は
、

順
治
(
一
六
四
四
1

六一)、

康
照
三
六
六
二
|

一
七
二
二
)
、
落
正
(
一
七
二
三
|
三
五
)
、
乾
隆
(
一
七
三
六
|
九
五
)
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の
約
百
五
十
年
開
を
さ
す
も
の
と
す
る
が
、
参
考
と
し
て
明
末
の
資
料
も

扱
っ
た
。
地
域
的
に
は
、
資
料
の
塑
富
さ
及
び
嘗
時
の
中
園
経
済
に
占
め

る
重
要
性
に
鑑
み
、
江
南
デ
ル
タ
地
帯
を
中
心
と
し
て
、
資
料
を
蒐
集
し

た。
清
代
物
債
史
の
研
究
に
於
て
は
、
度
量
衡
の
不
統

一
と
い
う
事
情
が
、

物
償
資
料
の
相
互
比
較
を
困
難
に
し
て
い
る
。
本
稿
で
扱
う
商
品
の
内
、

棉
花
・
生
紙
は
箪
位
重
量
嘗
り
、
棉
布
は
一
疋
(
一
疋
の
長
さ
・
幅
は
多

様
)
首
り
、
国
土
は
思
位
面
積
嘗
り
で
債
格
が
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

多
い
。
重
量
の
翠
位
は
、
清
制
で
は
、
十
六
雨
(
一
雨
は
三
七
・
コ
フ
グ
ラ

ム
)
を
一
斤
(
H
H
勧
)
と
す
る
。
「
据
」
は
、
俗
に
百
斤
を
指
し
て
使
わ

れ
た
草
位
で
あ
る
。
民
閲
で
は
、
二
問
の
重
さ
が
、
地
域
や
扱
う
商
品
に

よ
っ
て
や
や
異
な
る
外
、
斤
と
雨
と
の
関
係
も
一
定
で
な
く
、
十
四
雨
、

十
六
雨
、
十
八
柄
、
二
十
四
爾
を
そ
れ
ぞ
れ
一
斤
と
す
る
よ
う
な
様
々
な

大
き
さ
の
秤
が
あ
っ
た
(
江
南
に
於
る
具
燈
例
を
拾
え
ば
、

制
脚
光
租
『
一

斑
録
雑
述
』
二
「
大
水
」
及
び
六
「
棉
花
債
」
に
見
え
る
棉
花
秤
、
光
緒

『
石
門
限
同
士
山
』
巻
十
一
、
風
俗
、
に
見
え
る
明
末
の
総
秤
、
等
)
。
棉
布

・
田
土
の
単
位
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
に
於
て
言
及
し
た
。

貨
幣
は
首
時
、
秤
量
貨
幣
で
あ
る
銀
と
、
計
数
貨
幣
で
あ
る
銅
銭
と
が

併
用
さ
れ
て
い
た
が
、
清
代
前
期
に
は
銀
が
多
く
使
用
さ
れ
て
い
た
魚
、

本
稿
の
考
察
に
於
て
は
、
一
際
銀
を
基
準
と
し
、
銅
銭
表
示
債
格
を
扱
う

場
合
に
は
、
適
宜
嘗
時
の
市
場
に
於
る
銀
銭
比
僚
に
よ
っ
て
銀
表
示
債
格

に
換
算
す
る
こ
と
と
す
る
(
詳
し
く
は
前
稿
、
て

2
b
参
照
)
。
銀
の

単
位
と
し
て
は
、
雨
|
銭
|
分
|
麓
(
一
一
問
リ
十
銭
、
一
銭
H
十
分
、
一

分
H
H
十
麓
)
、
銅
銭
の
単
位
と
し
て
は
、
文
が
使
用
さ
れ
た
。

②

西
嶋
定
生
「
中
園
初
期
棉
業
の
形
成
と
そ
の
様
造
」
同
氏
『
中
園
経
済

史
研
究
』
東
京
大
皐
出
版
倉
、
一
九
六
六
、
八
二
六
|
八
三
三
頁
。

③
乾
隆
『
常
昭
合
士
山
』
巻
十
二
、
雑
記
、
に
引
く
王
臆
套
『
柳
南
綴
筆
』

に
、
「
開
之
古
老
、
康
照
中
年
、
民
間
市
銀
一
銭
、
可
易
銭
一
百
一
十

文
」
と
あ
る
比
債
を
採
用
し
た
。

④
前
註
所
引
の
文
に
績
け
て
、
「
迫
至
薙
正
問
、
銭
債
日
昂
、
漸
至

一
百

文
、
九
十
文
、
以
及
八
十
五
、
六
文
」
と
あ
る
の
で
、
最
高
最
低
雨
極
の

比
債
で
換
算
し
た
。

⑤

『

一
斑
録
雑
述
』
六
、
「
銀
銭
貴
賎
」
に
、
「
乾
隆
四
十
年
以
前
、

-
銀
一
一
問
先
銭
七
百
文
、
数
十
年
無
所
受
更
」
と
あ
る
率
に
よ
り
換
算
し

た。

⑤
同
右
書
同
右
項
に
、
「
〔
乾
隆
〕
五
十
年
後
、
銀
一

一
問
先
銭
九
百
」
と
あ

る
比
率
に
よ
り
換
算
し
た
。

⑦
『
闘
世
編
』
径
七
、
食
貨

一
。
前
稿
表
2
参
照
。

⑧
西
嶋
註
②
論
文
、
同
氏
前
掲
書
八
二
六
|
八
三
一
一
一
頁
の
考
察
に
於
て

は
、
松
江
府
近
傍
に
於
る
一
畝
賞
り
子
花
収
穫
量
を
八
十
斤
と
し
、
一
畝

賞
り
稲
米
牧
穫
量
を
東
郷
で
一
石
五
斗
、
西
郷
で
二
石
五
斗
と
す
る
推
計

が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
も
そ
れ
に
依
接
し
た
。
但
し
、
本
稿
で

は
、
棉
作
経
営
と
稲
作
経
営
と
の
牧
金
比
較
が
直
接
の
目
的
で
は
な
い

潟
、
稲
米
峻
穫
量
に
関
し
て
は
、
東
郷
・
西
郷
の
中
聞
を
と
っ
て
節
略
化

を
は
か
っ
た
。

@
西
嶋
定
生
「
中
園
初
期
棉
業
市
場
の
考
察
」
同
氏
前
掲
書
、
八
九
九

頁
、
参
照
。

⑪
明
末
松
在
府
の
人
、
陳
繕
僑
は
、
兵
飢
の
際
の
棉
花
・
棉
布
債
格
の
低
落

-100ー
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及
び
米
債
の
騰
貴
と
封
照
的
な
、
「
客
船
日
来
、
米
債
頓
減
、
布
債
頓
増
」

と
い
う
吠
態
を
、
社
舎
安
定
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
と
し
て
考
え
た
〈
『
陳
眉

公
全
集
』
巻
五
十
五
、
「
奥
張
曙
海
郡
侯
」
。
寺
田
隆
信
「
蘇
・
松
地
方
に

於
け
る
都
市
の
棉
業
商
人
に
つ
い
て
」
『
史
林
』
四
十
一
巻
六
鏡
、
一
九

五
八
、
五
三
頁
、
参
照
)
。

⑪
葉
夢
珠
『
闘
世
編
』
巻
七
、
食
貨
一
。

⑫
西
嶋
註
⑨
論
文
、
同
氏
前
掲
書
八
七
六
l
八
七
九
頁
、
参
照
。

⑬
康
限
『
嘉
定
豚
士
山
』
巻
四
、
物
産
、
所
載
の
、
嘉
定
知
勝
越
所
(
康
照

八
三
六
六
九
〕
年
任
)
の
文
章
も
、
同
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

⑬
陸
世
儀
『
陸
樗
亭
詩
集
』
巻
九
、
「
前
零
」
(
康
照
六
〔
一
六
六
七
〕

年

の
作
)
。
陸
世
儀
は
太
倉
州
の
人
。

⑮
『
皇
朝
経
世
文
編
』
巻
三
十
六
、
戸
政
十
て
農
政
上
。

⑮
鄭
光
租
『
一
斑
録
雑
述
』
二
、
「
大
有
年
」
及
び
、
高
音
「
請
海
彊
禾

棉
粂
種
疏
」
(
『
皇
朝
経
世
文
編
』
巻
三
十
七
、
戸
政
十
二
、
農
政
中
〉

等。

⑫
順
治
年
間
半
ば
の
江
南
棉
花
の
好
況
、
康
照
初
年
の
供
給
過
剰
、
及

び
、
乾
隆
年
聞
に
於
る
北
方
棉
花
販
入
の
減
少
、
と
い
う
趨
勢
の
原
因
に

関
し
、
仮
設
と
し
て
二
黙
を
翠
げ
て
み
た
い
。
第
一
に
、
北
方
諸
省
や
湖

賢
地
方
に
於
る
需
要
量
・
供
給
量
の
曲
変
動
で
あ
る
。
北
方
諸
省
(
特
に
河

南
)
や
湖
貨
地
方
の
棉
花
を
は
じ
め
と
す
る
農
業
生
産
が
、
明
末
の
動
観

の
直
接
の
影
響
を
受
け
て
激
減
し
た
と
思
わ
れ
る
の
に
射
し
、
江
南
の
被

害
は
比
較
的
少
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
順
治
年
間
前
半
に
は
、
江
南
の

棉
花
や
米
穀
に
糾
問
す
る
需
要
が
増
大
し
、
債
格
が
高
騰
し
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
北
方
諸
省
や
湖
慶
地
方
に
於
て
生
産
は
急

速
に
回
復
し
た
が
、
そ
れ
は
、
営
初
、
人
口
の
回
復
よ
り
急
速
で
あ
っ
た

潟
、
こ
れ
ら
諸
地
域
で
は
、
康
照
初
年
、
農
産
物
の
徐
剰
が
生
じ
、
そ
の

傾
向
は
、
人
口
が
本
格
的
に
増
加
す
る
清
中
期
ま
で
績
い
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
第
二
に
銀
流
通
の
問
題
で
あ
る
。
順
治
末
年
の

海
禁
令
・
遷
界
令
に
よ
り
外
園
貿
易
が
禁
止
さ
れ
、
銀
の
流
入
が
減
少
し

た
こ
と
、
及
び
、
圏
内
の
卒
和
回
復
に
よ
り
政
府
の
軍
事
支
出
が
減
少
し

て
税
銀
が
圏
庫
に
退
蔵
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
以
上
は
、
圏
内
の

銀
流
通
量
を
減
少
さ
せ
、
順
治
末
年
以
降
の
全
般
的
債
格
低
落
の
要
因
と

な
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
税
糧
の
大
き
な
部
分
が
銀
額
で
固
定
さ
れ
て
い

た
嘗
時
の
税
制
下
に
あ
っ
て
、
物
債
低
落
は
、
質
質
的
税
負
携
の
増
加
を

意
味
し
た
。
そ
の
際
、
貨
幣
経
済
の
比
較
的
未
設
逮
な
地
域
に
於
て
も
、

納
税
の
震
に
高
債
な
銀
の
獲
得
を
必
要
と
し
た
こ
と
は
、
銀
の
封
債
と
し

て
の
大
量
の
農
産
物
移
出
を
、
こ
れ
ら
の
地
域
に
と
っ
て
不
可
避
と
し
た

と
恩
わ
れ
る
。
即
ち
、
少
な
く
と
も
物
債
下
落
・
銀
債
騰
貴
の
嘗
初
に

は
、
銀
と
商
品
と
の
流
れ
は
、
順
治
前
半
の
好
況
に
よ
り
銀
が
多
量
に
流

通
し
て
い
た
江
南
に
向
け
て
の
他
地
域
か
ら
の
大
量
の
商
品
移
出
と
、
こ

れ
に
伴
な
う
江
南
か
ら
他
地
域
へ
の
銀
流
出
、
と
い
う
形
を
と
っ
た
の
で

あ
り
、
こ
の
こ
と
が
、
康
照
初
年
の
江
南
へ
の
棉
花
流
入
を
、
あ
る
程
度

説
明
し
得
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
、
全
く
論
誼
ぬ
き
の

仮
設
と
し
て
提
示
し
た
が
、
詳
し
く
は
、
別
稿
で
取
扱
い
た
い
と
思
う
。

⑬
東
亜
同
文
舎
『
支
那
経
済
全
書
』
第
十
二
輯
、
一
九

O
七
、
九
二
頁
、

二
六

O
頁
、
等
参
照
。
乾
隆

『
震
津
豚
士
山
』
径
四
、
物
産
、
道
光
『
震
津

銀
士
山
』
袋
二
、
物
産
、
威
望
『
南
薄
鎮
士
山
』
巻
廿
四
、
物
産
、
の
記
事
に

も
、
経
絡
に
関
す
る
言
及
が
あ
る
(
以
上
三
史
料
は
、
彰
耳
障
盆
編
『
中
園
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近
代
手
工
業
史
資
料
』
第
一
巻
、
中
華
書
局
、
一
九
六
二
、
二

O
九
頁
、

四
七
六
頁
、
四
七
八
頁
に
そ
れ
ぞ
れ
引
か
れ
て
い
る
)
。

⑬
彰
津
盆
編
前
掲
番
の
九

O
頁
に
引
く
、
孫
伺
『
蘇
州
織
造
局
士
山
』
巻

五
、
工
料
、
の
項
に
は
、
線
経
絡

・
質
経
絡
・
皐
経
線
・
緯
線
の
そ
れ
ぞ

れ
に
つ
き
、
異
な
っ
た
撚
糸
工
貨
が
示
し
て
あ
る
。
前
掲
『
支
那
経
済
全

書
』
第
十
二
輯
、
一
一
六
一
頁
に
は
、
料
坊
(
撚
糸
屋
)
の
三
種
の
業
務
を

示
し
て
、
「
(
甲
)
質
経
ト
稽
シ
蛍
初
一
根
-
一
テ
紡
ギ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
爾
根
紡

合
ハ
ス
ル
モ
ノ
:
;
(
乙
)
肥
繊
卜
栂
へ
肥
線
中
ノ
熟
産
一
根
ヲ
紡
ギ
タ

ル
モ

j
i
-
-
・
(
丙
)
紡
線
ト
呼
ピ
肥
・
細
線
-
一
拘
ハ
ラ
ズ
隻
経
ト
同
様
ノ

作
業
ヲ
施
ス
ノ
際
恰
モ
縫
絡
ノ
如
タ
紡
ノ
緊
ナ
ル
即
チ
撚
ノ
強
キ
モ
ノ
ヲ

云
フ
」
と
あ
る
が
、
「
線
経
絡
L

と
は
、
そ
の
(
丙
)
に
嘗
る
も
の
で
あ

り
、
「
州
民
制
限
付
柿
」
と
は
(
甲
)
、
「
軍
経
線
」
と
は
二
本
よ
り
合
わ
せ
て
な

い
経
絡
で
あ
ろ
う
か
と
恩
わ
れ
る
。

③

巴
・
∞
-
F白。『
M0・
吋
ど
の
守
S
R
N
S
。¥
H
F内
同
E
H
?ら
ぬ
の
。
ョ
・

、
S
いて吋号、制活-m
芯
門
u
b
t
E
~
s
u
|』
忠

弘

司

印

g
z
-
O
H
r
L・
5
N由

1
1
N由
.

@
同
右
書
、
第
二
巻
一
八

O
頁
、
第
三
巻
五
五
|
五
六
頁
。

②
同
右
書
、
第
二
巻
一

一
一
六
頁
。

@

し
か
し
、
蛍
然
の
こ
と
な
が
ら
、
江
南
に
於
る
生
総
領
格
と
、
鹿
東
等

の
港
に
於
る
輸
出
債
格
と
の
開
に
は
、
大
き
な
差
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
試
み
に
、
表
6
と
表
4

・
5
と
に
共
に
資
料
の
存
在
す
る
年
に
つ
い

て
、
そ
の
生
総
領
格
を
比
較
し
て
み
る
と
、

鹿
凪
東
償
格
の
江
南
債
格
に
劃

す
る
比
率
は
、
一
・
ニ
J
一
・
五
と
な
っ
て
い
る
。

@
全
困
難
紙
業
に
於
る
湖
総
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
佐
伯
有
一

・
田
中
正

俊
「
十
六

・
七
世
紀
の
中
園
長
村
製
紙
・
絹
織
業
」
『
世
界
史
講
座
』

I
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
五
五
、
に
叙
述
が
あ
る
。

②
前
稿
、
二
、

3
、
参
照
。

⑧

『

史
料
旬
刊
』
第
十
八
冊
、
乾
隆
朝
外
洋
通
商
案
、
乾
隆
二
十
四
(
一

七
五
九
〉
年
李
兆
鵬
奏
摺
、
及
び
、
『
乾
隆
上
総
傑
例
』
第
百
八
冊
、
同

年
蘇
州
織
造
安
寧
「
禁
称
創
出
洋
摺
」
〈
李
華
「
試
論
清
代
前
期
的
市
民

闘
争
」
中
園
人
民
大
皐
中
園
歴
史
教
研
室
『
中
園
封
建
経
済
関
係
的
若
干

問
題
』
北
京
三
聯
書
底
、

一
九
五
八、

一一一一一

一
頁
)
等
参
照
。

@

イ

ギ
リ
ス
向
け
生
品
川
輸
出
の
数
量
に
関
し
て
は
、
明
・
戸
間
f
z
v
E
P

入
山
3
h
H

向。・
n
F
3
2偽
河

内

N
Q
H
芯

潟

両

札
R
ミ
沼
町
九
叫
m
N
H
話
、
空
市
町
内

w
a
b
h
S丸
岡
帆
句
、?

な
S
与

の

S
H足立
2
・

C
E
Z
Z
X可
。
『
ロ
-
5
0
U
ω
H
E壬
2

5
手。

ω
0
2と

ω
2
2
2
M・
〈
o--v円
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口
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z
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H
I
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S
N由
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一
二
五
頁
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表
が
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
乾
隆
二
十
l
三
十
年
代
に
つ
い

て
は
、
乾
隆
二
十
五
(
一
七
六

O
〉
J
三
十
八
三
七
七
三
)
年
の
デ
ー

タ
が
飲
け
て
お
り
、
不
明
な
部
分
が
多
い
信
用
、
同
じ
く
プ
リ
ッ
チ
ャ
l
ド

氏
の
、
叫
4NWぬ
【
U

3

2

Q

N

5

俗、
h

。
し
司
凶
俗
、
町
、
入
宮
崎
町
。
ー
の
ど
是
認
河
内
NRH

・

5
2・
』
説
。
|
』旬。。・

F
Z
R
n
r
g
E
5
0同
時

F
o
ω
Eゅ
の
。
】
-m
唱

え

4
〈

grF口
問
問

o
p
〈。

--H〈・
Z
2・
ω
|
品
・
5
8
・
三
九
六
頁
よ
り
、

東
イ
ン
ド
曾
祉
に
よ
る
中
園
生
紙
輸
出
の
償
額
統
計
(
一
七
六

O
年
以

降
)
を
引
い
て
附
載
す
る
。
雨
者
と
も
逐
年
の
数
値
が
示
し
て
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
、
簡
略
化
の
潟
、
五
年
ご
と
の
卒
均
値
を
示
す
。
何
れ
に
せ

よ
、
乾
隆
初
年
か
ら
四
十
年
代
に
至
る
増
加
傾
向
を
看
取
す
る
こ
と
が
で

き
る
(
右
表
参
照
〉
。

⑧
『
高
宗
貧
録
』
巻
六
百
六
十
、
乾
隆
二
十
七
(
一
七
六
二
)
年
五
月
甲

辰
の
上
識
に
、

自
禁
止
出
洋
以
来
、
並
未
見
総
幼
債
卒
:
:
:
此
蓋
由
於
生
歯
日
繁
、
物

件
不
得
不
貴
。

と
あ
る
。
生
紙
輸
出
禁
止
と
そ
の
緩
和
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
田
中
正
俊

「
中
園
祉
舎
の
解
鐙
と
ア
ヘ
ン
戦
争
」
同
氏
『
中
園
近
代
経
済
史
研
究
序

説
』
東
京
大
皐
出
版
倉
、
一
九
七
三
、
一
一
八
|

一
一
一
一
頁
、
参
照
。

@
中
園
へ
の
銀
の
流
入
と
物
債
騰
貴
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
彰
信
威

『
中
園
貨
幣
史
』

(
初
版
)
上
海
霊
聯
出
版
社
、
一
九
五
四
、
及
び
全
漢

昇
「
美
洲
白
銀
輿
十
八
世
紀
中
因
物
債
革
命
的
関
係
」
(
同
氏
『
中
園
経

済
史
論
叢
』
第
二
冊
、
新
亜
研
究
所
、
一
九
七
二
、
所
収
)
等
に
於
て
論

じ
ら
れ
て
い
る
。

③
乾
隆
年
関
前
半
の
米
債
騰
且
貝
に
つ
い
て
は
、
在
輝
租
『
病
楊
夢
痕
録
』

乾
隆
五
十
九
三
七
九
四
)
年
の
燦
に
、

往
時
〈
乾
隆
前
牢
)
米
債
至
一
百
五
、
六
十
文
、
即
有
餓
努
。
今
米
常

貴
而
人
簡
単
京
生
。
蓋
往
年
事
責
在
米
、
今
則
魚
飯
疏
果
無
一
不
貴
、
故

小
販
郎
農
、
倶
可
糊
口
。

と
あ
っ
て
、
物
債
一
般
の
騰
貴
し
た
乾
隆
末
年
と
封
比
し
て
、
米
の
み
の

騰
貴
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
米
債
が
、
一
定
の
時
間
差
を
以

て
、
他
物
僚
に
先
行
し
て
愛
動
す
る
例
は
、
日
本
の
江
戸
時
代
後
期
の
物

債
に
つ
い
て
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
現
象
は
、
次
の
よ
う
な
仮
設
を
以
て
説

明
さ
れ
て
い
る
。
卸
ち
、
米
債
が
騰
貴
す
る
と
、
一
時
的
に
他
の
商
品
に

封
す
る
有
数
需
要
の
減
少
を
招
く
か
ら
、
そ
れ
ら
の
商
品
の
債
格
が
た
だ

ち
に
上
昇
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
米
償
の
高
騰
は
、
領
主
や
地

主
、
叉
、
自
ら
の
生
産
し
た
米
を
販
寅
し
て
い
る
中
島
民
以
上
の
農
民
層
の

貨
幣
所
得
の
増
大
を
も
た
ら
す
か
ら
、
結
局
に
於
て
他
の
商
品
に
封
す
る

有
数
需
要
の
増
加
が
生
ず
る
。
そ
の
結
果
、
一
定
の
期
閲
を
お
い
て
、
他

の
物
債
も
米
債
を
追
っ
て
騰
勢
に
鱒
ず
る
こ
と
に
な
る
、
と
(
新
保
博

「
徳
川
後
期
の
物
債
水
準

C

C
」
『
園
民
経
済
雑
誌
』
百
二
十
七
径
三

続
、
一
九
七
三
)
。
但
し
、
そ
の
タ
イ
ム
・
ラ
グ
は
、
江
戸
時
代
後
期
の

場
合
、
一
、
二
年
か
ら
長
く
て
三
、
四
年
で
あ
り
、
乾
隆
年
聞
の
例
を
同
様

に
説
明
し
得
る
か
否
か
は
疑
問
で
あ
る
。
む
し
ろ
或
は
、
乾
隆
年
関
前
牢

の
騰
貴
は
人
口
増
を
主
因
と
し
た
主
穀
中
心
の
騰
貴
で
あ
り
、
乾
隆
中
期

以
降
の
騰
貴
は
貨
幣
流
通
量
の
増
大
に
起
因
す
る
一
般
物
債
騰
貴
で
あ
っ

た
、
と
い
う
仮
設
が
可
能
か
も
知
れ
な
い
が
、
米
穀
・
生
紙
以
外
の
商
品

の
騰
貴
時
期
を
示
す
詳
細
な
資
料
が
得
ら
れ
ぬ
現
在
、
断
片
的
資
料
か
ら

は
剣
断
で
き
ず
、
後
考
に
侯
ち
た
い
。
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③

西

嶋

註
②
論
文
、
同
氏
前
掲
書
、
八
三
九
|
八
四
五
頁
。

②

清

制
の
営
造
尺
は
、
一
尺
が
三
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
に
嘗
る
。

一
疋

の
長
さ
を
記
す
百
六
鐙
例
と
し
て
は
、
他
に
、
小
布
H
H
十
九
尺
、

稀
布
H
二

十
三
尺
(
以
上
張
春
華
「
渇
城
裁
事
衝
歌
」

『
上
海
掌
故
叢
書
』
所
牧
〉
、

銭
鳴
淫
布
H
二
丈
三
、
四
尺
(
乾
隆
『
銀
洋
豚
士
官
各
て
物
産
)
、
長
頭

H
H
三
丈
、
短
頭
U

二
丈
、
放
長
H

二
丈
四
尺
(
喧
頁
印
『
錫
金
識
小
銭
』
を

て
備
参
上
、
「
力
作
之
利
」
)
等
が
あ
る
。

③

崇

頑

『
松
江
府
志
』
巻
十
て
役
法
て
制
御
友
玄
(
華
亭
知
鯨
〉
「
布

解
議
」
参
照
。

@

康

照

中
年
、
織
造
局
が
採
買
し
た
青
・
藍
布
に
つ
い
て
は
、
故
宮
博
物

院
明
清
櫨
案
部
編
『
李
照
奏
摺
』
中
華
書
局
、

一
九
七
六
、
五
|
六
頁
所

載
の
奏
摺
に
よ
り
、

農
民
の
副
業
生
産
口
問
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

③

常

州
府
金
置
豚
の
人
、
銭
泳
の
『
履
園
叢
話
』
倉

一
、
「
銀
債
」
に
、

「
乾
隆
初
年
、
毎
白
銀
一
一
問
、
換
大
銭
七
百
文
」
と
あ
る
比
率
に
よ
り
換

算
し
た
。

⑧
同
右
書
同
右
項
に
、
嘉
皮
元
(
一
七
九
六
)
年
の
比
債
と
し
て
載
る
、

銀
一
雨
H

銭
一
千
一
ニ
、
四
百
文
と
い
う
比
率
に
よ
り
換
算
し
た
。

⑨
洪
亮
吉
『
各
施
閣
文
甲
集
』
第
て
意
言
、
「
生
計
篇
」
(
乾
隆
五
十

八
年
の
作
)
。
因
み
に
、
洪
亮
士
口
は
、
こ
の
文
の
中
で
、
「
一
人
之
身
、
裁

得
布
五
丈
創
可
無
寒
、
歳
得
米
四
石
卸
可
無
飢
」
と
述
べ
、
嘗
時
の

一
般

的
な
棉
布
消
費
量
を
示
し
て
い
る
。

⑧

註

③

所
引
の
諸
例
の
中
関
の
値
を
採
っ
た
。

③
陵
世
儀
『
陸
将
亭
文
集
』
各
六
、

「
青
浦
貌
令
君
徳
化
記
」
。

@

こ

の

第
二
の
推
論
は
、

織
布
が
専
業
化
し
て
い
る
場
合
の
み
な
ら
ず
、

農
家
の
副
業
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
そ
の
農
家
の
米
穀
枚

穫
量
が
、
納
糧
乃
至
納
租
分
を
差
し
引
い
た
後
、
飯
米
の
自
給
に
足
り
な

か
っ
た
と
す
れ
ば
、
同
様
に
成
り
立
ち
得
る
で
あ
ろ
う
。

@

陳

龍

正

『幾
亭
金
書
』
巻
二
十
五
、
政
書
、
郷
饗
二
。

@
鄭
光
組
『

一
斑
録
雑
述
』
二
、
「
品
回
収
屡
歓
」
等
。

⑬

こ
の
慣
行
は
、
「
社
紹
」
・
「
断
杜
」
・
「
抜
根
」
等
と
も
呼
ば
れ
、
民
園

時
代
の

『
民
商
事
習
慣
報
告
録
』
に
多
く
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が

清
代
前
期
の
江
南
に
も
存
在
し
た
こ
と
は
、
康
照

『嘉
定
豚
士
心
』
巻
四
、

風
俗
、
の
国
土
賓
買
に
関
す
る
記
事
や
、
光
緒
『
牽
亭
豚
士
山
』
巻
二
十

三
、
雑
志
、
風
俗
、

中
の
社
紹
慣
行
の
起
源
を
論
じ
た
記
事
等
か
ら
窺
う

こ
と
が
で
き
る
。
叉
、
仁
井
田
陸
「
清
代
の
取
引
法
等
十
則
」
・

「
中
園
賀

買
法
の
沿
革
」
(
共
に
同
氏

『
中
園
法
制
史
研
究
土
地
法
・
取
引
法
』

東
京
大
皐
出
版
舎
、
一
九
六

O
、
所
牧
)
参
照
。

@
建
物
の
敷
地
用
に
回
土
が
賓
却
さ
れ
る
場
合
、
回
土
債
格
は
田
底
債
と

回
面
債
と
を
合
計
し
た
も
の
と
し
て
支
排
わ
れ
、
回
底
所
有
者
で
あ
る
地

主
と
図
面
所
有
者
で
あ
る
佃
農
と
の
聞
で
分
配
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が

清
末
の
蘇
州
に
関
し
て
言
わ
れ
て
い
る
。
陶
照

『
租
感
』

(
東
京
教
育
大

皐
ア
ジ
ア
史
研
究
曾

『近
代
中
園
農
村
社
曾
史
研
究
』
大
安
、
一
九
六

七
、
及
び
、
鈴
木
智
夫

『近
代
中
園
の
地
主
制
』
汲
古
書
院
、
一
九
七

七
、
所
牧
)
所
載
、
「
重
租
論
」
参
照
。
一
回
雨
主
慣
行
成
立
以
前
な
ら

ば
そ
の
国
土
債
格
は
す
べ
て
地
主
が
取
得
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
え
れ

ば
、
ど
の
よ
う
な
形
で
一
回
爾
主
慣
行
が
成
立
し
た
に
せ
よ
、
そ
の
成
立

の
過
程
で
、
本
来
の
国
債
の
一
部
は
図
面
債
に
移
行
し
た
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
。
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⑮
前
近
代
中
園
の
土
地
質
買
は
勢
力
家
に
よ
る
「
賎
債
強
買
」
や
飢
箆
時

の
賎
賓
を
そ
の
貧
質
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
し
て
債
格
決
定
の
洛
意

性
を
強
調
す
る
見
解
の
典
型
例
に
、
南
文
田
「
関
子
中
園
封
建
祉
曾
土
地

質
買
的
責
害
『
光
明
日
報
』

一
九
六
五
年
十
月
六
日
、
が
あ
る
。
叉、

地
積
単
位
の
混
飢
に
つ
い
て
も
、
民
園
時
代
に
多
く
の
指
摘
が
な
さ
れ
て

い
る
(
例
え
ば
、
陳
翰
笈
他

『畝
的
差
異
』
園
立
中
央
研
究
院
社
曾
科
皐

研
究
所
集
刊
、
第
一
鋭
、
上
海
、
一
九
二
九
、
等
)
。
な
お
、
一
般
に
使

わ
れ
る
地
積
単
位
は
畝
で
あ
る
が
、
清
の
定
制
の
一
畝
は
、
六
・
一
四
四

ア
ー
ル
に
相
賞
す
る
。

@

正

徳

1
嘉
晴
年
聞
の
人
、
品問
弁
の

『山
樵
暇
語』

(
『
酒
芽
棲
秘
笈
』
第

二
集
、
所
枚
〉
に
は
、
弘
治
年
閲
(
一
四
八
八
|
一
五

O
五
)
に
蘇
州
府

常
熱
燃
の
人
、
桑
民
慢
が
行
な
っ
た
預
言
が
蛍
た
り
、
そ
の
後
、
輸
相
長
役

の
過
重
に
よ
っ
て
国
債
が
下
落
し
、
往
時
の
十
分
の
一
、
二
以
下
に
な
っ

た
、
と
い
う
話
を
載
せ
て
い
る
。

@
た
だ
し
、
首
時
の
叙
述
の
中
に
は
、
海
瑞
が
好
民
を
擁
護
し
た
結
果
、

土
大
夫
の
家
は
肯
え
て
回
を
買
お
う
と
し
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
相
反
す

る
見
解
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
何
良
俊
『
四
友
病
叢
読』

品
位
十
三
、
史

九
、
参
照
。

⑬
『
閲
世
編
』
各
一
、
回
産
一
。

@

康

照
五
、
六
三
六
六
六
、
七
)
年
に
施
行
さ
れ
た
松
江
府
の
均
回
均
役

法
に
つ
い
て
は
、
川
勝
守
「
初
期
清
朝
園
家
に
お
け
る
江
南
統
治
政
策
の

展
開
」
『
史
淵
』
百
十
三
輯
、
一
九
七
六
、
及
び
、
同
氏
「
清
朝
賦

・
役

制
度
の
確
立
1

江
南
の
均
田
均
役
法
と
順
在
編
里
法
と
に
つ
い
て
|
」

『法
制
史
研
究
』
二
十
六
務
、
一
九
七
七
、
等
多
照
。

@@@o  

銭
泳
『
履
園
叢
話
』
巻
て
「
国
債
」
。

狂
輝
租

『病
楊
夢
痕
録
』
嘉
慶
四
年
の
保
。

同
註
@。

蒐
集
し
た
諸
史
料
は
、
大
陸
、
こ
の
田
償
費
動
の
趨
勢
と
矛
盾
す
る
も

の
で
は
な
い
が
、
た
だ
、
順
治
年
聞
の
国
債
に
つ
い
て
、
銭
泳
『
履
園
叢

話
』
が
、

『
関
世
編
』
の
騰
且貝
殻
と
異
な
り
、
低
落
し
た
と
い
う
見
解
を

と
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
松
江
府
と
常
州
府
と
の
国
債
愛
動
趨

勢
が
異
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
も

そ
も
銭
泳
の
こ
の
文
章
は
、
明
代
中
期
の
国
債
に
つ
い
て
、
五
十
雨
か
ら

百
爾
と
い
う
、

骨
目
時
の
物
債
水
準
か
ら
し
て
高
き
に
過
ぎ
る
と
思
わ
れ
る

額
を
記
録
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
如
く
、
忠
貧
な
記
録
と
い
う

よ
り
は
む
し
ろ
、
善
政
乃
至
太
卒
を
回
債
高
と
結
び
つ
け
、
悪
政
乃
至
混

鋭
を
田
債
安
と
結
び
つ
け
る
と
い
う
、
や
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ッ
シ
ュ
な
性
格

を
持
つ
も
の
と
恩
わ
れ
、
従
っ
て
、
順
治
年
聞
に
つ
い
て
も
、
ま
ず
明
清

交
替
に
伴
な
う
混
蹴
を
想
像
し
て
、
そ
こ
か
ら
観
念
的
に
嘗
時
の
回
債
低

落
を
推
測
し
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
何
れ
に
せ
よ
、

首
時
の
世
相
を
目
賭
し
た
葉
夢
珠
が
騰
貴
を
設
言
し
て
い
る
こ
と
、
叉、

屠
城
を
経
験
し
た
嘉
定
鯨
に
於
て
さ
え
騰
貴
が
報
告
さ
れ
て
い
る
こ
と

(
光
緒

『嘉
定慣例士山
』
巻
八
、
風
俗
〉
等
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
順
治
初
年

の
江
南
で
は
回
償
臆
貴
が
見
ら
れ
た
と
い
う
見
解
に
従
う
こ
と
と
す
る
。

@
北
村
敬
直
氏
は
、
「
明
末
・
清
初
に
お
け
る
地
主
に
つ
い
て
L

『
歴
史

翠
研
究
』
百
四
十
続
、
一
九
四
九
(
の
ち
、
同
氏

『清
代
社
禽
経
済
史
研

究
』
大
阪
市
立
大
皐
経
済
摩
曾
、
研
究
叢
書
2
、
一
九
七
二
、
所
枚
)
に

於
て
、
『
閲
世
編
』
巻
一
、
国
産
て
の
記
事
を
分
析
し
、
回
僚
が
、
米
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償
の
騰
落
及
び
賦
税
の
軽
重
に
よ
っ
て
根
本
的
制
約
を
受
け
て
い
る
と
い

う
事
貨
を
も
と
に
、
租
が
、
田
債
(
土
地
資
本
)
に
封
す
る
息
日
前
期
的

利
潤
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

③

諸
問
代
及
び
民
園
時
代
に
於
る
こ
の
割
合
に
言
及
し
た
我
園
の
研
究
と
し

て
は
、
村
松
祐
次

『中
園
経
済
の
祉
曾
態
制
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九

四
九
、
第
二
章
第
五
節
、
及
び
、
佐
々
木
正
哉
「
清
代
官
僚
の
貨
殖
に
つ

い
て
」

『史
皐
雑
誌』

六
十
三
一縦
二
鋭
、
一
九
五
四
、
等
が
あ
る
。

⑧

『

薙
正
珠
批
論
旨
』
第
二
十
八
冊
、
七
年
五
月
十
八
日
、
那
爾
泰
摺
。

@
例
え
ば
、
安
徽
省
安
慶
府
桐
城
豚
出
身
の
康
照
年
聞
の
官
僚
張
笑
の
著

し
た

「恒
産
預
言
」
(『篤
索
堂
文
集
』
所
牧
)
等
に
、
そ
れ
が
窺
え
る
。

③

周
天
霞
『
周
文
忠
公
尺
腕
』
巻
上
、
「
輿
劉
次
白
書
」
。
道
光
十

一
(
一

八
三
一
〉
年
の
作
。

@
葉
紹
哀
『
瞥
禎
一記
開
銀
』
巻
二
、
崇
禎
十
五
三
六
四
二
)
年
の
保
。

@
明
末
清
初
の
賃
金
水
準
上
昇
に
ふ
れ
た
近
年
の
論
稿
と
し
て
、
北
田
英

人

「張
履
鮮
家
の
経
営
と
雇
傭
民
間
働
の
箆
頭
l
『場
園
先
生
全
集
』
の
経

済
的
分
析
・
そ
の
ご
『
北
大
史
典
子
』
十
六
続
、
一
九
七
六
、
及
び
、
足

立
啓
二
「
明
末
清
初
の
一
農
業
経
営

『沈
氏
良
書
』
の
再
評
債
|
」

『史
林
』
六
十
一
径
一
一
鋭
、
一
九
七
八
、
が
あ
る
。

@

康

照
年
聞
か
ら
乾
隆
末
年
ま
で
の
聞
に
、
銀
表
示
米
債
は
少
な
く
と
も

三
倍
以
上
に
騰
貴
し
て
い
る
。
前
稿
、
二
、
参
照
。
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The Secular Trend of Commodity Prices in Chiang-nan 江南

　　　　　

in the First Half of the Ch'ing 清Period

Ｎ池りａｍａ Ｍiｏ

　　

Continuing on the previous study of rice prices (see Nakayama Mio,

“The Secular Trend of　Rice Prices in Chiang-nan　in the First Half of

the Ch'ing Period ’≒ＳｈｉｅａｈｕＺａｓｓhi，vol. 87, no. 9, pp. 1-33), in this paper

l looked　into the　long･term trend in price changes of 丘ｖｅ other com-

modities, i. e., raw cotton, raw silk, cotton fabrics, land, and wages in

Chiang-nan in the first half of the Ch'ing period.

　　

Except in some cases of raw silk, cotton fabrics, and wages, the fol-

lowing pattern was observed :

　　

1) the upward trend from the end of the Ming 明to the first half

of the Shun-chih 順治reign (1644-61) ;

　　

2) the downward trend during the K'ang-hsi 康煕reign (1662-1722);

　　

3) the sharp rise during the Ch'ien-lung 乾隆reign (1736-95)･

　　

This pattern agrees　roughly with　that found in the　rice prices and

thus can be regarded as the general pattern of price change.

　　

As for the peculiarities in the price formation of some commodities,

the following can be said :

　　

1）Ｔｈｅ condition of cotton fabrics market and competition with

products from other regions influenced the raw cotton prices.

　　

2) Compared with the raw cotton, competition with the products

from other regions was less in case of the raw silk, and the prices too

seem to have been more stable.

　　

3）Ｔｈｅ prices of cotton fabrics were closely related to those of raw

cotton ； during the famines, however, they showed ａ marked decline due

to the forced selling･

　　

4）Ｔｈｅ prices of land were determined by dividing
the annual yield

by the average rate of return ； however･ the common notion of
regarding

the land as “ permanent property ” and forced sales during
the famines

have to be taken into account｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－4－



　　

With the findings in this and the previous study, the task now will

be to explain the reasons for the price changes and also their in丑uence

on the production and market structure in the conteχtof the Ch'ing

economic history･

-
５




